
は
じ
め
に

若
狭
遠
敷
郡
太
良
荘
が
荘
園
史
研
究
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
占
め
て
き
た
地
位

の
重
要
性
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
早
く
太
良
荘
預
所

の
定
宴
が
「
荘
官
的
領
主
制
」
の
例
と
さ
れ�
、
さ
ら
に
は
太
良
保
が
「
国
衙
領

に
お
け
る
領
主
制
形
成
」
の
事
例
と
な
り�
、
名
田
の
均
等
田
が
虚
構
で
あ
る
こ

と
も
太
良
荘
の
検
注
帳
と
勧
農
帳
の
検
討
か
ら
主
張
さ
れ�
、
そ
の
後
も
鎌
倉
期

の
御
家
人
制
や
武
家
領�
、
荘
園
古
老
法�
、
勧
農
権�
、
畠
の
掌
握�
、
室
町
期
の
「
荘

家�
」
な
ど
の
問
題
が
太
良
荘
を
事
例
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
太
良
荘
の
歴

史
を
通
観
し
、
多
く
の
刺
激
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
網
野
善
彦
氏
の
労
作

が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る�
。

さ
ら
に
『
若
狭
国
太
良
荘
史
料
集
成
』
第
一
巻
が
出
版
さ
れ�
、
引
き
続
い
て

室
町
期
の
巻
が
出
版
さ
れ
よ
う
と
す
る
な
ど
、
研
究
を
進
め
る
た
め
の
条
件
が

整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
今
後
と
も
太
良
荘
を
素
材
と
し
て
多
く
の
問
題
が
提
起

さ
れ
、
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

太
良
荘
に
関
し
て
豊
富
な
史
料
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
の
理
由
は
様
々
に
考
え

ら
れ
よ
う
が
、
太
良
荘
の
歴
史
に
即
し
て
み
る
な
ら
ば
、
鎌
倉
期
の
あ
る
時
期

以
後
は
荘
園
領
主
東
寺
供
僧
と
領
家
方
百
姓
が
直
接
支
配
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に

な
り
、
得
宗
の
地
頭
職
が
没
収
さ
れ
て
東
寺
に
寄
進
さ
れ
た
南
北
朝
以
後
は
そ

れ
に
地
頭
方
百
姓
も
加
わ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
荘
園
領
主
と
惣
百
姓
が
直
接

的
支
配
関
係
に
あ
る
こ
と
が
基
本
的
枠
組
み
を
な
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
む

ろ
ん
現
地
支
配
を
担
当
し
た
の
は
預
所
・
公
文
で
あ
り
、
得
宗
地
頭
の
後
半
期

に
は
地
頭
が
所
務
権
を
握
る
と
い
う
時
期
が
あ
り
、
南
北
朝
末
期
以
後
は
地
頭

代
や
所
務
代
官
が
お
か
れ
る
が
、
右
の
基
本
的
枠
組
み
は
得
宗
支
配
時
代
末
期

の
一
時
期
を
除
い
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。

そ
の
よ
う
な
基
本
的
枠
組
み
が
鎌
倉
期
に
形
成
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
領
家

方
に
関
し
て
さ
し
当
た
り
三
つ
の
事
情
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
に
は

百
姓
の
地
頭
に
対
す
る
抵
抗
を
基
盤
と
し
て
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
と
宝
治

元
年
（
一
二
四
七
）
の
二
つ
の
幕
府
裁
許
状
に
よ
り
、
地
頭
若
狭
氏
の
領
家
方

に
対
す
る
支
配
権
の
拡
大
を
阻
止
し
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
に
は
領
家
方
に

お
い
て
在
地
領
主
の
成
長
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
領
家
方
に
お
い

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

松
　
　
浦
　
　
義
　
　
則



福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

七
六

て
在
地
領
主
化
す
る
可
能
性
の
あ
っ
た
の
は
公
文
雲
厳
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に

関
し
て
は
別
稿
で
不
十
分
な
が
ら
検
討
し
た�
。
そ
の
結
論
を
述
べ
る
と
、
開
発

私
領
主
の
子
孫
で
末
武
名
五
町
と
馬
上
免
の
支
配
権
を
主
張
し
、
太
良
保
の
公

文
職
を
有
し
て
い
た
御
家
人
雲
厳
は
そ
の
所
領
を
荘
園
公
領
制
に
定
着
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
没
落
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
二
つ
の

理
由
は
領
家
方
が
在
地
領
主
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
、
百
姓
を
掌
握
す
る
体

制
を
可
能
と
し
た
。

三
に
は
東
寺
供
僧
に
よ
る
荘
務
権
の
掌
握
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
詳
し
く
は
本
文
で
述
べ
る
が
、
早
く
安
田
氏
が
示
唆
さ
れ
、
網
野
氏
が
正

面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
東
寺
領
太
良
荘
の
成
立
す
る
仁
治
元
年
（
一
二

四
〇
）
か
ら
文
永
年
間
中
頃
ま
で
三
〇
年
近
く
荘
務
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
菩

提
院
行
遍
・
了
遍
、
預
所
聖
宴
、
預
所
代
定
宴
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の

間
地
下
よ
り
供
僧
に
宛
て
ら
れ
た
文
書
は
存
在
せ
ず
、
末
武
名
相
論
関
係
文
書

も
菩
提
院
行
遍
以
下
の
人
々
を
宛
名
と
し
て
い
た
。
供
僧
が
預
所
（
預
所
代
）

の
支
配
権
に
制
限
を
加
え
、
荘
務
権
を
握
る
よ
う
に
な
っ
て
始
め
て
供
僧
宛
て

地
下
文
書
が
現
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
述
べ
た
太
良
荘
の
基
本
的
枠
組

み
が
現
れ
て
く
る
時
代
と
、
預
所
支
配
の
変
質
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ

る
。本

稿
で
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
視
点
か
ら
、
預
所
（
預
所
代
）
の
支
配
権
の

変
質
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
場
合
に
、
預
所
（
預
所
代
）

定
宴
の
有
し
た
特
質
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
安
田
氏
が
定
宴
と
「
在
地
名

主
層
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
」
に
注
目
さ
れ�
、
網
野
氏
が
定
宴
と
百
姓
の
間
は

は
「
信
頼
関
係
」
が
築
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に�
、
定
宴
に
は
荘
園

領
主
権
か
ら
派
生
し
て
く
る
よ
う
な
預
所
一
般
の
支
配
権
に
は
還
元
で
き
な
い

歴
史
的
強
み
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
網
野
氏
の
叙
述
は
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
自
分
な
り
に
預
所
支
配
の
特
質
と
そ
の

変
質
過
程
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。

一
　
預
所
得
分
と
支
配
権
の
特
質

（
一
）
預
所
得
分
注
文

太
良
荘
に
関
す
る
先
学
の
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
仁
治
元
年
（
一
二

四
〇
）
に
東
寺
供
僧
領
と
し
て
成
立
す
る
太
良
荘
に
つ
い
て
、
供
僧
は
年
貢
・

公
事
の
受
納
者
で
は
あ
っ
た
が
、
荘
園
の
支
配
権
は
御
室
宮
法
親
王
家
の
権
威

の
も
と
で
菩
提
院
行
遍
が
保
持
し
、
預
所
聖
宴
、
預
所
代
定
宴
が
支
配
を
担
当

し
た�
。
暦
仁
二
年
（
一
二
三
九
）
の
国
司
庁
宣
が
聖
宴
を
「
保
司
」
に
補
任
し

て
い
る
よ
う
に
（
ヒ
―
四
、
一
四
号�
）、
預
所
は
保
司
の
権
限
を
引
き
継
ぐ
も

の
で
あ
る
。
国
衙
領
に
お
け
る
保
司
の
特
徴
は
若
狭
大
田
文
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
地
頭
・
公
文
と
比
し
て
給
田
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
は
太

良
荘
預
所
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
そ
れ
を
確
認
し
た
う
え
で
、
預
所
の
支
配
権

の
様
相
を
探
る
た
め
年
未
詳
の
預
所
得
分
注
文
（
や
―
一
〇
―
四
五
）
を
取
り

あ
げ
て
み
た
い
（
表
１
）。
こ
の
得
分
注
文
は
預
所
の
支
配
の
重
要
な
柱
で
あ

る
保
一
色
田
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
が
、
保
一
色
に
関
し
て
は
後
述
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

こ
の
預
所
得
分
注
文
の
年
代
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
交

分
の
内
か
ら
五
石
別
進
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
定
宴
が
自
分
の
子
孫
に
預
所

職
を
伝
え
る
た
め
に
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
に
申
し
出
て
供
僧
に
納
入
さ
れ



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

七
七

る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
ヌ
―
二
、
一
一
六
―
一
号
）。
ま
た
「
正
御

年
貢
」
一
五
〇
・
八
二
石
は
文
永
一
〇
年
か
ら
の
正
米
一
五
〇
・
八
一
三
石
に

近
く
（
教
護
八
〇
号
、
集
成
一
二
四
号
）、
得
宗
検
注
後
の
一
二
八
〜
一
二
九

石
（
教
護
二
四
〇
・
二
四
三
号
、
れ
―
四
）、
南
北
朝
期
の
暦
応
二
年
（
一
三

三
九
）
二
月
の
結
解
状
に
み
え
る
領
家
方
一
六
一
・
二
四
二
三
六
石
と
区
別
さ

れ
る
（
教
護
三
五
〇
号
）。
し
た
が
っ
て
こ
の
年
未
詳
の
預
所
得
分
注
文
は
文

永
一
〇
年
か
ら
、
得
宗
検
注
ま
で
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

預
所
得
分
は
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
�
交
分
米
、
�
斗
代
増
減
、
�
公
事
、

�
祭
礼
机
餅
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
�
の
斗
代
増
減
に
注
目
し
て
預

所
の
支
配
権
の
特
質
を
考
え
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
�
以
外
の
得
分

に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。

ま
ず
�
の
交
分
は
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
九
月
の
定
宴
の
注
進
で
は
「
一

石
ニ
一
斗
也
」
と
あ
り
（
や
一
〇
―
一
）、
弘
安
二
年
（
一
二
七
〇
）
一
一
月

の
定
宴
書
状
に
も
「
只
御
年
貢
之
交
分
石
仁
以
一
斗
被
充
其
得
分
候
」
と
見
え

て
い
る
よ
う
に
（
や
―
五
、
二
四
一
号
）、
収
納
年
貢
一
石
に
つ
き
一
斗
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
預
所
得
分
注
文
で
は
石
別
一
斗
五
升
と
増
額
さ
れ
て
い
る
。
交

分
が
増
額
さ
れ
た
事
情
を
物
語
る
史
料
は
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
文
永
か

ら
弘
安
年
間
に
は
損
亡
に
よ
り
領
家
年
貢
が
一
〇
〇
石
前
後
ま
で
低
下
す
る
年

も
あ
っ
た
の
で
、
預
所
得
分
を
確
保
す
る
た
め
に
交
分
が
増
加
さ
れ
た
か
、
あ

る
い
は
定
宴
が
預
所
職
世
襲
の
見
返
り
と
し
て
供
僧
に
提
供
し
た
交
分
得
分
内

五
石
を
補
填
す
る
た
め
に
増
加
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
預
所

が
百
姓
か
ら
の
交
分
徴
収
を
増
徴
し
得
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
な
お

付
け
加
え
て
お
く
と
、
歓
喜
寿
院
領
太
良
荘
が
成
立
し
た
直
後
の
建
保
五
年
（
一

表１　預所得分注文（や-10-45） 

（A）交分米  
 交分米 22.5石 正年貢150.82石につき石別1.5斗宛て 
（Ｂ）斗代増減 4.54石 預所取之 
（Ｃ）公事 
     糸（延定1両2分）・綿（延定3両1分） 
 110日間房仕１人（この間薪2束・松1把・御菜3種・汁実2・味噌料・大豆5升・塩4升、名別） 
 厨料（白米3石・黒米3石）　　　　収納料（用途1貫文） 
 早米の時、段別稲1束（早田は除く、米ならば1.5斗） 
 数の魚（名別10喉）      五節供（白米6斗、内1斗は公文） 
 預所下向の時、三日厨料（名別白米5升・黒米1.2斗、公文白米2升・黒米1.2 斗） 
 名別ウハ筵1枚    タヽミ1帖（公文）　　　　名別引入1・サラ1・折敷1枚  
 名別薦2枚　　　　　　　　春勧農の時、名別白米3升・黒米3升 
 預所上洛の時、白米□升・銭100文　　　　　名別花1枚（銭では60文） 
 ヒツ1・ヲケ1・杓1、百姓沙汰 
 京上夫9人、3月1人・5月1人・7月1人・9月1人、東寺百種の時3人  
 預所、秋の時御物越事、木津銭名別、馬1疋（名別沙汰） 
 アラ苧、名別1目沙汰    畠大豆1.1石（別進分、御寺進之） 
（Ｄ）祭礼机餅  
 9月9日、二社宮、机餅12枚　正月、二社宮、机餅12枚  
 御宮ニ正月・二月ノ行ニ餅36枚 
（計）　 交分得分 22.5石 此内5石別進 
　　 　　斗代増減分 4.54石 
　　 　　黒米 　4.2石 
　　 　　白米  4.28石 　　　銭 1500文 

黒米　31.24石 



福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

七
八

二
一
七
）
の
検
注
取
帳
目
録
（
や
―
一
〇
―
二
）
に
は
段
別
一
升
か
ら
一
斗
の

加
徴
米
の
徴
収
を
記
す
が
、
こ
の
加
徴
米
は
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
の
定
宴

の
検
注
に
よ
っ
て
、
段
別
六
升
と
さ
れ
本
年
貢
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
（
は
―

二
、
四
五
号
）。

次
の
�
の
公
事
の
内
容
を
大
別
す
る
と
、
①
糸
・
綿
・
花
（
移
花
）
・
薦
・

五
節
供
の
よ
う
に
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
の
実
検
取
帳
目
録
（
は
―
二
、
四

五
号
）
に
領
家
方
の
公
事
と
し
て
見
え
る
も
の
と
共
通
す
る
も
の
、�
②
房
仕
・

厨
料
・
三
日
厨
・
春
勧
農
・
京
上
夫
・
木
津
銭
な
ど
の
よ
う
に
預
所
の
現
地
所

務
に
附
随
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
筵
・
畳
、
引
入
以
下
、
櫃
以
下

な
ど
の
生
活
品
、
さ
ら
に
は
現
地
に
滞
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
徴
収
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
数
の
魚
・
ア
ラ
苧
な
ど
に
区
分
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
①
は
荘
園
公
事
の

追
加
分
（
あ
る
い
は
荘
園
公
事
の
一
部
分
）
を
預
所
得
分
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

②
は
荘
園
の
所
務
の
た
め
に
下
向
・
滞
在
す
る
預
所
に
対
す
る
荘
民
の「
供
給
」
�

を
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
公
事
の
大
半
は
名
別
負
担
と
な
っ
て
お

り
、
史
料
上
は
名
別
負
担
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
厨
料
も
名
別
負
担
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る�
。

�
は
在
地
の
二
社
（
太
良
宮
・
十
禅
師
社
）
の
祭
礼
と
御
宮
（
太
良
宮
）
の

正
月
・
二
月
の
行
に

お
こ
な
い

備
え
ら
れ
る
机
餅
を
預
所
が
得
分
と
し
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
五
穀
豊
穣
を
願
う
予
祝
行
事
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
行
（
修
正
月
会
・

修
二
月
会�
）
に
預
所
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
の
か
明
確
な
史
料
は
欠
け
て
い

る
が
、
預
所
と
村
落
の
関
係
を
推
定
さ
せ
る
問
題
で
も
あ
る
の
で
簡
単
に
検
討

し
て
お
き
た
い
。
太
良
荘
の
二
社
に
関
す
る
鎌
倉
期
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
町
二
段
の
免
田
が
認
め
ら
れ
て
い
た
寺
用
田
の
あ
り
方

建治3（1277）定宴申状 建長6（1254）実検取帳 正安４（1302）実検取帳

1-0  僧供料田 1-0     僧供田　　　赤蓮房 －

3-0  修正修二月料田 3-120  薬師堂　行田 2-240  内御堂正月料田

1-0  内御堂二月田 覚恩房

1-0  神田 1-070  神田 上野房 0-100  若宮神田　三郎二郎

1-0  修理田 1-0  修理田 福万 －

6-0  供僧三口供田 1-0  薬師堂馬上免 1-0  小野寺修二月田 浄覚房

1-0  太良寺馬上免 赤蓮房 1-0  太良寺修二月田 覚恩房

1-070  薬師堂馬上免 上野房 2-0  内供僧田 伊賀房

1-180  薬師堂　　　 赤蓮房 2-0  内供僧田 大進房

1-060  薬師堂　　　 今石見房 2-0  内供僧田 浄覚房

（合計）12-0 （合計）12-140 （合計）11-340

1-060  小野寺　馬上免* 1-0  太良寺・小野寺修理田**

表２　薬師堂寺用田の内訳（単位；段）

*この「小野寺 馬上免」は建長六年の実検取帳目録で領家方除田の「小野寺免田一反」とされている（は－２）。

**この「太良寺・小野寺修理田」は実検取帳馬上免田の内ではなく、地頭方新田の内の除田。

（典拠）建治3年定宴申状（ホ-5、219号）、建長6年実検取帳（教護59号、集成44号）、正安4年実検取帳（リ-27-2）



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

七
九

か
ら
在
地
の
行
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
寺
用
田
の
前
身
と
な
っ

た
薬
師
堂
馬
上
免
は
文
治
二
年
（
一
二
〇
八
）
に
　
雲
が
「
衆
病
悉
除
」「
三

郡
貴
賤
輩
安
穏
」
を
願
っ
て
「
六
斎
之
講
筵
」「
二
季
不
退
百
廿
座
仁
王
経
」

を
行
う
た
め
に
国
衙
よ
り
一
町
五
段
を
免
田
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

（
ア
―
七
―
四
、
五
号
四
）。
そ
の
後
に
寺
用
田
一
町
二
段
と
な
っ
た
が�
、
そ

の
内
部
は
表
２
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
全
体
と
し
て
鎌
倉
中
期
以
後
は

太
良
寺
や
小
野
寺
と
い
う
荘
内
の
寺
院
も
参
加
す
る
行
が
仏
事
の
中
心
と
な
っ

た
観
が
あ
る
。
表
２
の
太
良
寺
と
は
太
良
宮
の
別
当
寺
と
判
断
さ
れ
る
が
、
正

安
四
年
の
得
宗
検
注
に
お
い
て
覚
恩
房
の
持
つ
「
太
良
寺
修
二
月
田
」
は
内
御

堂
（
薬
師
堂
）
�

の
た
め
の
「
内
御
堂
二
月
田
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

「
太
良
寺
修
二
月
田
」
と
は
太
良
宮
の
修
二
会
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
免

田
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
大
ま
か
に
言
え
ば
、
薬
師
堂
は
　
雲
の
意
図
し
た
「
三

郡
貴
賤
輩
安
穏
」
を
祈
念
す
る
国
衙
免
田
を
認
め
ら
れ
た
寺
院
か
ら
、
荘
園
内

免
田
に
よ
っ
て
在
地
の
豊
穣
を
祈
念
す
る
寺
院
へ
と
変
化
し
た
と
い
え
る
。
預

所
や
荘
民
が
行
の
場
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
の
か
を
示
す
史
料
と
し
て
。

後
の
史
料
で
あ
る
が
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
に
公
文
の
禅
勝
が
地
頭
方
代
官

の
得
分
を
注
進
し
た
な
か
に
、

神
事
餅
百
九
十
八
　
　
酒
二
斗
　
　
御
行
二
社
神
事
在
之

と
み
え
て
い
る
（
ハ
―
四
三
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
の
餅
は
地
頭
に
も
配
分

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
餅
は
地
頭
方
の
馬
上
免
百
姓
だ
け
で
な
く
、「
公
田
方
」

（
領
家
方
）
百
姓
も
負
担
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
南
北
朝
期
に
お
い
て
は
、

�
正
月
行
は
領
家
方
・
地
頭
方
双
方
が
寄
り
合
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
神
事
で
あ

り
、
�
神
事
餅
は
領
家
方
・
地
頭
方
双
方
の
百
姓
が
負
担
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
の
状
況
を
鎌
倉
期
に
も
当
て
は
め
て
よ
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

る
が
、
荘
内
に
地
頭
方
独
自
の
寺
社
が
知
ら
れ
ず
、
薬
師
堂
供
僧
職
は
地
頭
の

支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば�
、
�
の
あ
り
か
た
は
鎌
倉
期

に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
�
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
期
に
は
神

田
や
修
正
田
の
納
入
米
が
宛
て
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
判
断
は
保

留
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
太
良
荘
に
お
け
る
正
月
・
二
月
の
行
は

領
家
・
地
頭
・
寺
社
・
荘
民
全
体
の
「
在
地
の
祭
礼
」
と
見
る
べ
き
で
、
預
所

が
排
他
的
に
祭
礼
を
管
理
し
、
勧
農
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
機
能
さ
せ
た
場
で
あ
る

と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い�
。

以
上
で
�
・
�
・
�
の
得
分
の
検
討
を
終
え
、、
�
の
斗
代
増
減
四
・
五
四

石
の
得
分
を
問
題
と
し
た
い
。
斗
代
増
減
に
よ
る
得
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

何
で
あ
る
か
を
直
接
に
示
す
史
料
は
な
い
が
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
の
関

東
裁
許
状
（
エ
―
二
、
三
七
号
）
で
は
「
一
　
勧
農
事
」
に
関
す
る
判
決
は
「
斗

代
増
減
、
宜
為
保
司
之
進
止
矣
」
と
結
論
付
け
て
い
る
か
ら
、「
斗
代
増
減
」

と
は
勧
農
行
為
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
斗
代
増
減
に
よ

る
得
分
と
は
勧
農
に
附
随
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。勧
農
に
関
し
、

建
長
六
年
（
一
二
五
四
）「
実
検
取
帳
目
録
」（
は
―
二
、
四
五
号
）
と
勧
農
帳

と
の
斗
代
に
差
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
な
の
で
、
こ
の
差
額
を
斗
代
増
減

と
称
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
勧
農
帳
は
建
長
八
年
（
は
―
三
、
教
護
六
〇
、
四

八
号
）
と
弘
安
二
年
（
教
護
一
一
二
号
、
集
成
二
四
二
号
）
に
作
成
さ
れ
て
い

五
枚
公
田
方
百
姓
沙
汰

餅
八
枚
　
　
一
斗
餅
　
　
正
月
行
始
之
時

三
枚
馬
上
免
百
姓
沙
汰



建長6年 建長8年 田地増減 分米増減

5斗代99 948-064 9935-2009 －12-224 －96.311

6斗代99 925-000 9925-3009 ＋90-300 ＋0.4999

6.48斗代 995-000 005-000

7斗代99 992-260 99910-20099 ＋97-300 ＋95.483

8斗代99 925-340 99919-15099 －96-190 －95.222

9斗代99 991-180 99993-20099 ＋92-020 ＋91.849

石代999 101-190 109-300 ＋98-110 ＋98.305

計9 209-314 209-270 －90-044 ＋94.604

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

八
〇

る
が
、
弘
安
二
年
勧
農
帳
の
内
容
は
不
明
な
の
で
、
こ
こ
で
は
建
長
八
年
の
も

の
と
比
較
す
る
（
表
３
）。
�

表
３
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
建
長
六
年
「
実
検

取
帳
目
録
」
と
建
長
八
年
勧
農
帳
と
比
較
す
る
と
斗
代
が
大
き
く
異
な
っ
て
お

り
、
勧
農
帳
で
は
田
積
で
四
四
歩
減
少
す
る
が
、
分
米
で
は
四
・
六
石
余
増
加

し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
分
米
増
分
を
「
斗
代
増
減
」
四
・
五
四
石
と
称
し
て
預

所
の
得
分
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
預
所
の
有
す
る
勧
農

権
は
地
頭
に
対
し
て
は
領
家
方
の
公
田
（
名
田
と
一
色
田
）
支
配
権
の
重
要
な

根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
（
な
―
三
一
、
二
六
六
号
）、
同
時
に
預
所
は
供
僧
に

対
し
て
も
「
実
検
取
帳
目
録
」
と
は
異
な
る
斗
代
設
定
を
な
し
得
る
と
い
う
「
勧

農
権
」
を
有
し
、
そ
れ
を
具
体
的
に
は
「
斗
代
増
減
」
と
い
う
得
分
と
し
て
実

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
預
所
得
分
注
文
に
記
さ
れ
る
他
の
得
分
が
代
官
的
得

分
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
斗
代
増
減
得
分
は
預
所

の
有
す
る
自
立
的
な
「
勧
農
権
」
の
存
在
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

預
所
得
分
注
文
に
つ
い
て
不
十
分
な
が
ら
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
預
所
は

年
貢
公
事
収
納
に
付
加
さ
れ
た
交
分
・
公
事
を
収
納
す
る
と
と
も
に
、
荘
務
の

た
め
の
滞
在
と
い
う
か
た
ち
で
は
あ
れ
一
定
の
在
地
性
を
も
っ
て
百
姓
に
房
仕

・
厨
な
ど
を
負
担
さ
せ
、
在
地
寺
社
と
し
て
の
性
格
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
荘
内

寺
社
の
祭
礼
の
祝
儀
を
得
分
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
預
所
は

「
勧
農
権
」
を
有
し
て
「
斗
代
増
減
」
と
い
う
得
分
を
実
現
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
預
所
支
配
権
の
自
立
性
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
一
定
の
得

分
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
預
所
は
こ
の
「
勧
農
権
」
を
百

姓
に
対
し
て
毎
年
自
由
に
行
使
し
て
得
分
強
化
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
と
は

考
え
が
た
い
。

預
所
支
配
権
の
も
う
一
つ
の
特
質
は
、
公
文
や
地
頭
が
地
下
に
お
い
て
土
地

や
人
に
つ
い
て
形
成
し
て
き
た
支
配
権
を
公
文
給
や
地
頭
給
と
い
う
土
地
支
配

の
か
た
ち
で
実
現
し
、
支
配
の
拠
点
を
確
保
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
預
所
は

そ
の
よ
う
な
拠
点
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
預
所
（
預
所

代
）
定
宴
を
不
安
に
さ
せ
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
二
月
の
子
孫
へ
の
譲
状

で
定
宴
が
預
所
職
確
保
を
「
妄
念
に
な
り
ぬ
へ
け
れ
ハ
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

表３ 実検取帳目録（建長6年）と勧農帳（建長8年）の斗代･田数

＊田地の単位は段、分米の単位は石。建長８年までに免田となった綱丁

給１段は建長８年田数に加えていない。



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

八
一

な
執
念
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
ゑ
―
一
二
、
二
三
八
号
）。
と
は
い
う
も
の
の
、

右
の
預
所
得
分
注
文
だ
け
で
預
所
の
得
分
や
権
限
を
判
断
す
る
の
は
早
計
で
あ

る
。
預
所
定
宴
は
こ
の
得
分
注
文
に
は
現
れ
な
い
得
分
や
権
限
を
有
し
て
い
た

こ
と
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
斗
出
」
と
「
保
一
色
」
に

関
し
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

（
二
）「
斗
出
」

斗
出
と
は
具
体
的
に
は
預
所
が
現
地
で
収
納
す
る
一
斗
枡
（
以
下
、
荘
斗
）

が
東
寺
に
お
い
て
収
納
や
供
僧
に
配
分
さ
れ
る
基
準
斗
（
以
下
、
寺
斗
）
よ
り

容
積
が
大
き
い
場
合
、
例
え
ば
荘
枡
一
斗
が
寺
枡
一
・
一
七
斗
の
と
き
、
寺
枡

に
換
算
し
て
納
入
し
た
と
す
る
と
一
升
七
合
の
延
び
が
生
じ
る
が
、
こ
の
延
び

を
指
す
。
太
良
荘
に
お
け
る
斗
出
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
弘
安
二
年
（
一
二
七

九
）
一
一
月
に
定
宴
が
供
僧
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
や
―
五
、
二
四
一

号
）。抑

太
良
御
庄
斗
出
間
事
、
当
時
御
領
本
斗
之
一
斗
者
、
当
時
之
御
寺
御
斗

仁
一
升
七
合
仁
延
候
之
条
者
、
顕
然
之
次
第
候
、
彼
御
庄
之
本
斗
ハ
、
去

比
御
米
を
越
木
津
候
之
時
、
於
途
中
、
為
牛
馬
被
打
損
候
け
る
を
、
代
官

阿
性
加
修
理
候
之
由
承
候
、
於
京
用
之
本
斗
者
、
故
　
前
大
僧
正
御
房
御

時
、
当
御
庄
或
為
給
主
被
損
、
或
為
地
頭
被
煩
候
之
間
、
忽
罷
成
荒
郷
候

之
刻
、
以
此
御
領
賜
定
宴
、
可
沙
汰
直
由
被
仰
下
候
時
、
御
庄
之
本
斗
と

て
給
預
置
候
了
、
御
庄
斗
与
京
斗
交
量
者
不
仕
候
、
於
京
斗
者
、
一
切
雖

一
粒
不
減
少
候
、（
中
略
）
而
以
斗
出
五
合
之
余
残
、
存
得
分
、
奉
掠
御

寺
候
事
、
更
不
思
寄
次
第
候
、

こ
の
書
状
で
は
様
々
な
本
斗
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
紛
ら
わ
し
い
が
、
傍
線
部

の
「
当
時
御
領
本
斗
」
が
現
在
の
荘
斗
を
、「
当
時
之
御
寺
御
斗
」
が
現
在
の

寺
斗
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
彼
御
庄
本
斗
」「
御
庄
之

本
斗
」「
御
庄
斗
」
は
い
ず
れ
も
同
じ
も
の
で
、
太
良
荘
で
本
来
用
い
ら
れ
て

き
た
荘
斗
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
外
に
「
京
用
之
本
斗
」「
京
斗
」
が
あ
り
、

こ
れ
は
太
良
荘
預
所
が
京
都
で
東
寺
に
年
貢
を
納
入
す
る
と
き
の
斗
枡
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
が
、
定
宴
の
文
章
に
拠
る
限
り
、
こ
の
「
京
用
之
本
斗
」
は
定

宴
が
太
良
荘
復
興
の
た
め
に
現
地
に
下
向
す
る
に
あ
た
り
菩
提
院
行
遍
が
「
御

庄
之
本
斗
」
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
（「
京
用
の
本
斗
に
於
い
て
は
、

…
御
庄
の
本
斗
と
て
預
け
置
か
れ
候
了
」）。
す
な
わ
ち
「
御
庄
之
本
斗
」
＝
「
京

用
之
本
斗
」
で
あ
り
、「
御
庄
之
本
斗
」
は
破
損
し
た
が
、
定
宴
の
代
官
阿
性

房
静
俊
が
も
と
通
り
修
理
し
て
お
り
、
ま
た
「
京
斗
」
の
容
量
も
減
少
さ
せ
は

し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
定
宴
の
言
い
た
い
と
こ
ろ
は
「
御
庄
之

本
斗
」
＝
「
京
用
之
本
斗
」
＝
「
当
時
御
領
本
斗
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
定
宴
が
年
老
い
て
明
晰
さ
を
失
っ
た
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ�
、「
京
用
之
本

斗
」
は
「
御
庄
之
本
斗
」
で
あ
る
と
す
る
彼
の
表
現
に
は
曖
昧
さ
が
あ
る
。
両

者
が
同
じ
も
の
な
ら
わ
ざ
わ
ざ
両
者
の
「
交
量
」（
校
量
、
比
較
す
る
）
は
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
定
宴
の
主
張
は
疑
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
引
用
史
料

の
末
尾
に
あ
ら
わ
れ
る
「
斗
出
五
合
之
余
残
」
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
明
白

に
な
る
。
定
宴
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
「
御
庄
之
本
斗
」
も
「
当
時
御
領
本
斗
」

も
そ
の
一
斗
は
「
当
時
之
御
寺
御
斗
」
に
す
る
と
一
斗
一
升
七
合
に
延
び
る
と

い
う
の
で
あ
る
が
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
九
月
の
定
宴
注
進
状
で
は
、
預

所
得
分
の
交
分
と
並
べ
て
「
一
斗
別
二
升
二
合
也
」
と
記
し
て
い
る
（
や
―
一
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五
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）。
す
な
わ
ち
、
菩
提
院
行
遍
の
定
め
た
「
御
庄
之
本
斗
」
は
寺
斗
よ

り
二
升
二
合
大
き
か
っ
た
。
行
遍
が
定
め
た
こ
の
荘
斗
と
寺
斗
の
差
額
を
建
長

七
年
（
一
二
五
五
）
の
太
良
荘
定
米
一
八
六
石
余
（
は
―
二
、
四
五
号
）
を
基

準
に
算
定
す
る
と
四
一
石
弱
に
な
る
が
、
こ
の
差
額
分
を
誰
が
収
取
し
て
い
た

の
か
、
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
以
前
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る�
。
文
永
元
年

か
ら
は
表
４
に
示
し
た
よ
う
に
供
僧
が
「
斗
出
」
と
し
て
収
納
し
て
い
る
（
は

―
二
二
、
二
四
五
号
、
教
護
一
二
四
号
、
は
―
二
三
、
な
―
三
六
、
ヱ
―
一
六
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
文
永
初
年
は
斗
出
二
升
二
合
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
低
下
し
、

弘
安
二
・
三
年
に
再
び
斗
出
二
升
二
合
と
な
る
が
、
同
四
年
よ
り
斗
出
一
升
七

合
と
な
っ
た
。
定
宴
が
納
所
公
文
で
あ
っ
た
と
き
に
も
斗
出
二
升
二
合
が
見
ら

れ
る
か
ら
、
斗
出
の
率
は
供
僧
が
決
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
り
、
斗
出
は
弘
長
二
年
に
定
宴
が
注
進
し
て
い
る
よ
う
に
本
来
二

升
二
合
で
あ
っ
た
が
、
定
宴
は
斗
出
一
升
七
合
は
「
顕
然
」
と
主
張
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
供
僧
は
こ
の
二
つ
の
斗
出
の
差
額
五
合
を
定
宴
が
「
得
分
」
と
し

て
収
取
し
て
い
る
と
非
難
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
、
こ
の
問
題
は
表
４
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
斗
出
一
升
七
合
で
決
着
し
、
五
合
の
得
分
は
預
所
が
確
保
し

た
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
斗
出
得
分
問
題
は
預
所
に
対
し
て
供
僧
の
追
及
が
厳

し
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
が
、
預
所
が
何
と
か
菩
提
院
行
遍
の
遺
産
を
黙
認
さ

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
三
）
保
一
色

保
一
色�
は
網
野
氏
に
よ
っ
て
「
預
所
の
責
任
で
小
百
姓
た
ち
に
充
て
が
っ
て

耕
作
さ
せ
る
、
事
実
上
の
預
所
名
で
あ
り
、
そ
の
一
部
を
自
ら
の
従
者
に
耕
作

さ
せ
る
な
ど
、
得
分
を
得
る
道
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る�
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
預
所
支
配
の
拠
点
と
い
う
観

点
か
ら
、
保
一
色
に
つ
い
て
少
し
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

保
一
色
に
つ
い
て
弘
安
一
〇
年
（
一
二
八
七
）
に
地
頭
若
狭
忠
兼
は
預
所
と

の
相
論
の
な
か
で
「
当
保
元
十
二
名
也
、
而
六
名
下
地
称
保
一
色
、
預
所
押
領
」

と
逆
襲
し
て
い
る
（
ア
―
三
〇
、
二
六
八
号
）。
こ
れ
は
建
保
五
年
（
一
二
一

七
）
の
検
注
で
定
め
ら
れ
た
一
二
名
の
う
ち
六
名
が
押
妨
さ
れ
て
一
色
田
と
な

っ
た
こ
と
を
物
語
る
が
、
預
所
浄
妙
が
反
論
し
て
い
る
よ
う
に
押
妨
し
た
の
は

預
所
で
は
な
く
、
太
良
保
時
代
の
地
頭
で
あ
っ
た
。
太
良
荘
支
配
に
臨
ん
だ
定

宴
は
こ
の
保
一
色
を
も
と
の
よ
う
に
名
田
化
せ
ず
、
一
色
田
と
し
て
掌
握
し
て

お
り
、
定
宴
の
荘
田
編
成
を
し
め
す
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
の
勧
農
帳
（
は

―
三
、
教
護
六
〇
、
集
成
四
八
号
）
で
は
名
に
配
分
さ
れ
た
一
色
田
が
二
町
三

段
一
六
〇
歩
あ
り
、
そ
れ
以
外
が
「
一
色
分
」
で
五
町
四
〇
歩
（
領
家
分
年
貢

四
〇
石
余
）
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
色
田
は
全
体
で
七
町
三
段
二
〇
〇
歩
ほ
ど

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
名
に
配
分
さ
れ
た
一
色
田
は
名
主
の
管
理
す
る
名

田
の
如
く
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
例
が
建
長
六
年
の
「
御
実
検

時
沢
名
坪
寄
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
時
沢
名
二
町
八
段
二
四
〇
歩
の

文永元年；斗出2.2升
２年＊ 2.2
３年＊ 1.8
４年　 1.8
６年＊ 1.85
７年＊ 1.85
８年　 1.85
９年　 1.61
10年　 1.7
11年　 1.7

建治元年＊ 1.7
２年　 1.7
３年　 1.7

弘安元年　 1.7
２年＊ 2.2
３年　 2.2
４年　 1.7
５年　 1.7
６年　 1.7
７年　 1.7

正応３年　 1.7

表４　年貢米支配状の延定

＊の年は定宴が納所公文であった。



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

八
三

う
ち
に
は
二
筆
、
二
段
七
〇
歩
の
「
一
色
」
が
含
ま
れ
て
お
り
（
し
―
四
二
―

二
）、
こ
の
一
色
田
を
含
ん
だ
全
体
が
時
沢
名
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
末

武
名
は
本
来
一
色
田
が
配
分
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
脇
袋
範
継
が
名
主
の
時

に
預
所
定
宴
は
「
保
一
色
田
」
を
末
武
名
に
加
え
た
の
で
、
範
継
は
こ
れ
を
知

音
の
明
通
寺
僧
頼
印
に
耕
作
さ
せ
て
い
た
と
い
い
（
ル
―
一
三
、
一
四
七
号
）、

保
一
色
田
も
名
に
加
え
ら
れ
る
と
名
主
が
作
人
を
差
配
し
え
た
こ
と
が
わ
か

る
。
し
た
が
っ
て
、
預
所
が
支
配
す
る
保
一
色
田
は
名
に
配
分
さ
れ
た
一
色
田

を
除
い
た
五
町
程
度
で
あ
る
が�
、
実
際
に
は
「
太
良
御
庄
一
色
田
と
申
候
て
、

百
姓
名
之
外
四
町
八
段
余
候
也
」
と
定
宴
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
エ
―
一
〇
、

一
七
一
号
）、
保
一
色
田
は
四
町
八
段
と
さ
れ
て
い
た
。

預
所
が
保
一
色
を
実
際
に
ど
の
よ
う
に
支
配
し
て
い
た
の
か
を
示
す
史
料
は

乏
し
い
が
、
後
の
得
宗
地
頭
は
「
至
一
色
分
者
、
依
為
浮
免
地
頭
令
付
作
人
之

条
、
没
収
領
之
法
也
」
と
述
べ
、
稲
庭
時
定
没
収
地
の
一
色
分
は
「
浮
免
」
で

あ
る
か
ら
地
頭
が
作
人
を
付
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
ヒ
―
二
七

六
）。
黒
田
俊
雄
氏
は
こ
れ
に
よ
り
一
色
田
は
下
地
の
固
定
し
て
い
な
い
浮
免

で
あ
る
と
解
さ
れ
た
が�
、
作
人
を
付
け
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

こ
の
「
浮
免
」
と
は
作
人
の
固
定
さ
れ
て
い
な
い
散
田
の
意
味
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
散
田
支
配
権
を
通
じ
て
預
所
は
保
一
色
に
強
い
支
配
権
を
及

ぼ
し
て
い
た
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
に
預
所
代
官
大
蔵
入
道
盛
光
（
定
宴

の
子
）
の
未
進
を
供
僧
が
譴
責
す
る
と
き
に
「
保
一
色
な
と
を
も
わ
け
つ
る
人

に
て
候
へ
□
大
く
ら
入
道
を
せ
め
ら
れ
候
へ
し
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味

は
大
蔵
入
道
盛
光
は
保
一
色
の
配
分
を
受
け
て
い
る
人
物
な
の
で
、
彼
を
譴
責

せ
よ
と
解
し
う
る
（
オ
―
七
、
二
五
七
号
）。
保
一
色
を
預
所
の
一
族
が
分
割

知
行
す
る
例
と
し
て
は
、
得
宗
支
配
下
の
元
徳
年
間
（
一
三
二
九
〜
一
三
三
一
）

に
定
宴
の
孫
で
預
所
で
あ
っ
た
妙
性
が
娘
（
む
め
）
に
「
一
し
き
一
ち
や
う
」

を
譲
与
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
（
は
―
一
〇
二
）、
そ
の
内
容
を
こ
の
娘

（
む
め
、
賀
茂
氏
女
）
は
後
の
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
に
「
一
色
壱
町
　
五

石
」
と
注
進
し
て
い
る
（
し
―
三
二
―
三
）。
こ
の
保
一
色
内
得
分
は
先
の
預

所
得
分
注
文
に
も
、
ま
た
南
北
朝
期
の
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
の
預
所
得
分

目
録
（
ア
―
六
二
）
に
も
見
え
て
お
ら
ず
、
得
宗
支
配
下
の
元
徳
年
間
に
ど
の

よ
う
に
し
て
こ
の
得
分
が
確
保
さ
れ
た
の
か
十
分
明
ら
か
で
は
な
い
が�
、
少
な

く
と
も
表
向
き
の
文
書
に
は
現
れ
な
い
得
分
を
預
所
は
収
取
し
て
い
た
の
で
あ

る
。さ

ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
預
所
妙
性
は
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
に
荘
民
が

「
預
所
之
作
田
」
の
耕
作
を
拒
否
し
た
こ
と
に
反
論
し
て
お
り
（
ア
―
三
四
）、

預
所
直
営
田
が
存
在
し
て
い
た
。
直
営
田
を
設
定
す
る
と
す
れ
ば
、
保
一
色
の

な
か
に
置
く
の
が
抵
抗
の
少
な
い
や
り
方
と
考
え
ら
れ
る
が
、
年
未
詳
（
南
北

朝
期
）�
の
「
太
良
庄
領
家
方
内
保
一
色
田
数
并
御
年
貢
員
数
事
」
と
題
す
る
史

料
に
は
保
一
色
散
田
の
う
ち
二
段
七
〇
歩
、
分
米
六
石
と
い
う
高
斗
代
の
地
が

「
御
手
作
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
ハ
―
三
九
二
）。
鎌
倉
期
の
斗
代
は
不
明
で
あ

る
が
、
こ
の
保
一
色
内
直
営
地
も
預
所
の
得
分
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
保
一
色
は
預
所
の
所
従
と
し
て
現
地
の
所
務

を
支
え
た
人
物
が
作
人
と
な
っ
て
い
る
地
で
も
あ
っ
た
。
定
宴
の
所
従
で
定
使

の
役
を
担
っ
て
い
た
平
十
郎
成
近
（
の
ち
西
向
）
は
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）

の
一
色
田
所
当
米
の
未
進
分
七
斗
余
に
つ
い
て
の
請
文
を
提
出
し
て
お
り
（
は

―
二
二
―
一
七
、
二
四
二
号
一
七
）、
保
一
色
の
作
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
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〇
三

八
四

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
の
得
宗
検
注
に
よ
っ
て
設

定
さ
れ
た
一
色
名
の
名
主
に
は
こ
の
西
向
と
開
善
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
開

善
は
預
所
代
官
静
俊
（
定
宴
の
子
）
の
「
下
人
」
で
あ
っ
た
（
モ
―
一
五
八
、

一
八
六
号
）。

以
上
か
ら
、
保
一
色
は
預
所
が
散
田
支
配
を
行
う
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
定

宴
子
孫
の
一
族
が
分
割
知
行
し
て
得
分
を
確
保
し
て
お
り
、
一
部
を
預
所
の
直

営
田
と
し
て
百
姓
に
耕
作
さ
せ
る
と
と
も
に
、
所
従
が
作
人
と
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
意
味
で
保
一
色
は
、
先
の
預
所
得
分
注
文
に
記
さ
れ
る
所

務
に
と
も
な
う
表
向
き
の
得
分
と
は
別
の
次
元
で
、
預
所
と
そ
の
一
族
・
所
従

が
現
地
に
密
着
し
た
支
配
を
行
う
た
め
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
保
一
色
は
建
長
六
年
の
「
実
検
取
帳
目
録
」
に
は
見
え
ず
、
そ
の
後

の
勧
農
帳
作
成
の
段
階
で
定
宴
が
確
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
預
所

は
先
に
述
べ
た
斗
代
増
減
得
分
と
な
ら
ん
で
「
勧
農
権
」
に
も
と
づ
い
て
保
一

色
を
支
配
の
拠
点
化
し
て
い
た
の
で
あ
る�
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
安
四
年
（
一
三
〇

二
）
の
得
宗
検
注
が
保
一
色
を
認
め
な
い
で
一
色
名
に
編
成
し
た
こ
と
は
、
預

所
支
配
の
拠
点
を
破
壊
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る�
。

以
上
、
預
所
得
分
注
文
に
記
さ
れ
た
得
分
と
、
そ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い

が
預
所
の
得
分
と
な
っ
て
い
た
斗
出
と
預
所
の
支
配
の
拠
点
と
も
言
う
べ
き
保

一
色
と
そ
の
得
分
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
斗
出
と
保
一
色
が
預
所
得
分
注
文
に

記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
預
所

が
、
斗
出
と
保
一
色
に
関
す
る
得
分
は
菩
提
院
預
所
と
な
っ
て
以
来
の
付
加
的

な
得
分
で
あ
る
が
、
得
分
注
文
に
記
す
得
分
は
預
所
が
保
司
か
ら
引
き
継
い
だ

本
来
の
権
限
に
と
も
な
う
得
分
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
預
所
の
支
配
権
を
預
所
得
分
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
た

が
、
預
所
支
配
の
独
自
性
は
斗
代
増
減
と
保
一
色
と
い
う
「
勧
農
権
」
に
も
と

づ
く
支
配
に
特
徴
的
に
現
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
し
か
し
、
預
所
支

配
権
は
得
分
の
視
点
か
ら
で
は
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ

れ
は
預
所
を
取
り
巻
く
供
僧
・
地
頭
、
そ
し
て
と
り
わ
け
荘
民
と
の
政
治
的
関

係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
は
そ
れ
を
預
所
職
が
定
宴
か
ら
娘
・
孫

娘
へ
と
移
る
文
永
年
間
以
降
の
時
期
を
中
心
に
検
討
し
た
い
。

二
　
定
宴
活
動
末
期
の
預
所
支
配
権

文
永
年
間
以
降
の
太
良
荘
な
ど
東
寺
供
僧
領
荘
園
に
関
し
て
は
、
す
で
に
網

野
氏
に
よ
っ
て
供
僧
が
菩
提
院
行
遍
な
ど
の
支
配
か
ら
脱
し
て
荘
務
権
を
確
立

し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り�
、
太
良
荘
に
お
い
て
も
預
所
定
宴

と
そ
の
子
孫
の
動
向
は
こ
の
供
僧
支
配
の
確
立
と
い
う
大
枠
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。ま

ず
定
宴
の
動
き
に
つ
い
て
み
る
と
、
彼
は
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
の
地

頭
と
百
姓
の
相
論
を
勝
利
に
導
い
た
こ
と
か
ら
荘
民
の
信
頼
を
得
て
い
る
と
い

う
現
地
支
配
に
つ
い
て
の
自
信
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
供
僧
分
庄
々
納
所
公
文
職
」

に
任
じ
ら
れ
て
（
教
護
八
二
号
、
集
成
一
二
五
号
）、
東
寺
内
部
に
深
く
食
い

込
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
立
場
を
利
用
し
た
定
宴
は
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

八
月
に
正
預
所
聖
宴
を
無
視
し
て
、
娘
の
阿
古
（
東
山
女
房
、
浄
妙
）
に
預
所

職
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
（
ヌ
―
二
、
ヤ
―
一
一
、
一
一
六
号
）。

娘
が
預
所
に
補
任
さ
れ
る
た
め
に
定
宴
は
預
所
得
分
の
交
分
の
う
ち
米
五
石
と

佃
大
豆
一
石
一
斗
を
供
僧
に
毎
年
納
入
す
る
と
い
う
約
束
を
し
て
お
り
、
ま
た



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

八
五

預
所
補
任
は
「
供
僧
之
御
計
、
臨
時
之
御
恩
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
て
菩
提
院
補
任
の
預
所
か
ら
供
僧
補
任
の
預
所
が
成
立
す
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
荘
務
権
を
握
ろ
う
と
す
る
供
僧
と
、
聖
宴
か
ら
離
れ
て
預

所
職
を
相
伝
の
職
に
し
よ
う
と
し
た
定
宴
の
意
図
が
合
致
し
て
成
立
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
供
僧
領
四
荘
（
弓
削
島
荘
・
安
芸
新
勅
旨
田
・
平
野
殿
荘
・
太
良

荘
）
の
預
所
補
任
権
問
題
は
そ
の
権
限
を
主
張
す
る
供
僧
と
補
任
状
の
発
給
権

を
保
持
し
よ
う
と
す
る
菩
提
院
了
遍
と
の
間
で
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
に
お

い
て
も
未
解
決
で
あ
っ
た
が
（
ヨ
―
二
八
、
一
七
五
号
）、
太
良
荘
で
は
実
質

的
に
供
僧
補
任
の
預
所
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

定
宴
が
預
所
職
の
相
伝
を
供
僧
か
ら
認
め
ら
れ
た
こ
の
前
後
の
時
期
に
お
い

て
、
荘
園
支
配
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
見
せ
て
い
た
の
か
、
預
所
支
配
の
動
向

を
中
心
に
い
く
つ
か
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
名
主
職
相
論

末
武
名
相
論
に
つ
い
て
は
網
野
氏�
や
橋
本
道
範
氏�
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
の

で
、
相
論
の
経
過
に
つ
い
て
は
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
末
武
名
主

に
は
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
六
月
に
宮
河
乗
蓮
が
補
任
さ
れ
（
め
―
五
、
五

三
号
）、
次
い
で
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
四
月
に
中
原
氏
女
が
補
任
さ
れ
る

が
（
な
―
一
二
、
六
三
号
）、
こ
の
相
論
に
お
い
て
六
波
羅
探
題
と
交
渉
し
、

相
論
に
裁
決
を
加
え
た
の
は
菩
提
院
行
遍
と
そ
の
配
下
の
正
預
所
聖
宴
で
あ
っ

て
、
供
僧
た
ち
は
相
論
に
関
与
し
て
は
い
な
い
。
末
武
名
相
論
に
供
僧
が
関
与

す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
こ
ろ
聖
宴
が
名
主
に
乗
蓮

娘
の
藤
原
氏
女
を
補
任
す
る
よ
う
供
僧
に
求
め
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
（
り
―

二
八
四
、
九
三
号
）。
供
僧
た
ち
は
中
原
氏
女
に
も
藤
原
氏
女
に
も
過
失
が
あ

る
と
し
て
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
二
月
に
聖
宴
配
下
の
僧
快
深
を
名
主
に

補
任
し
（
は
―
七
、
一
三
三
号
）、
快
深
が
御
家
人
で
な
い
と
の
批
判
を
受
け

る
と
、
同
年
七
月
に
藤
原
氏
女
を
補
任
し
て
い
る
（
ユ
―
一
三
―
二
、
一
五
六

号
二
）。
こ
れ
ら
の
補
任
は
聖
宴
の
意
向
に
添
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
供
僧
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
供
僧
の
裁
決
を

受
け
て
出
さ
れ
た
快
深
宛
の
補
任
状
お
よ
び
藤
原
氏
女
宛
の
補
任
状
は
、
以
前

の
菩
提
院
行
遍
が
出
し
た
補
任
状
と
同
じ
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
特
に
藤
原
氏

女
宛
の
補
任
状
は
案
文
な
が
ら
袖
に
「
在
御
判
」
と
あ
り
、
奥
上
に
「
預
所

在
判
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
在
御
判
」
と
は
聖
宴
の
も
の
で
、「
預
所

在

判
」
は
定
宴
の
署
判
と
推
定
さ
れ
る�
。
し
た
が
っ
て
聖
宴
と
定
宴
の
補
任
権
は

存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
藤
原
氏
女
宛
て
補
任
状
は
、
そ
の
端
裏
に
「
東

寺
御
下
文
案
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
寺
か
ら
の
補
任
状
と
見
な
さ
れ

て
い
た
。

同
じ
こ
ろ
相
論
と
な
っ
た
勧
心
名
を
め
ぐ
る
問
題
も
供
僧
が
預
所
の
名
主
職

補
任
権
を
吸
収
し
て
い
く
一
段
階
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
在
地
に

お
け
る
権
利
（
法
）
秩
序
の
変
化
や
「
惣
百
姓
」
の
動
向
と
関
連
し
て
い
る
。

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
に
元
の
勧
心
名
主
の
妻
の
子
で
あ
る
西
念
は
名
の
返

還
を
求
め
て
預
所
聖
宴
に
訴
え
た
の
で
、
勧
心
没
後
は
西
念
に
安
堵
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
（
ル
―
九
、
一
一
九
号
。
さ
―
三
、
二
三
二
号
）。

文
永
一
〇
年
こ
ろ
名
主
勧
心
が
死
去
し
た
の
で
、
聖
宴
は
西
念
を
名
主
職
に
補

任
し
よ
う
と
し
た
が
、
勧
心
か
ら
名
主
職
を
譲
与
さ
れ
て
い
た
小
槻
重
真
ら
が

訴
え
た
た
め
、
聖
宴
は
荘
民
の
真
利
と
真
安
に
勧
心
名
の
由
緒
を
注
進
さ
せ
て

い
る
。
真
利
と
真
安
は
「
年
来
百
姓
」「
古
老
百
姓
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
（
ア



福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

八
六

―
三
七
三
、
二
二
七
号
。
京
―
一
五
、
二
二
九
号
。
さ
―
二
、
二
三
二
号
）、

彼
ら
は
西
念
の
母
が
名
の
公
事
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
は
見
知
っ
て
い
る
、
し

か
し
西
念
の
母
と
勧
心
の
間
に
名
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
約
束
が
あ
っ
た
の
か

は
不
明
だ
と
注
進
し
た
（
ア
―
三
七
三
、
二
二
七
号
）。
こ
の
注
進
状
は
西
念

の
名
主
職
の
正
当
性
を
積
極
的
に
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
古
老
百
姓
」

ら
し
く
西
念
母
が
名
主
で
あ
っ
た
歴
史
を
証
言
し
て
お
り
、
後
の
勧
心
名
を
め

ぐ
る
相
論
に
お
い
て
西
念
の
子
の
宗
氏
は
こ
の
「
古
老
百
姓
」
の
証
言
を
支
証

の
一
つ
と
し
て
提
出
し
て
い
る
。「
古
老
」
の
証
言
も
あ
っ
て
、
聖
宴
は
結
局

の
と
こ
ろ
文
永
一
〇
年
三
月
に
西
念
と
重
真
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
半
名
の
名
主
職
を

認
め
る
補
任
状
を
下
し
た
の
で
あ
る
（
ル
―
九
、
一
一
九
号
）。

し
か
し
預
所
聖
宴
が
死
去
（
文
永
一
一
年
一
〇
月
）
す
る
と
、
勧
心
よ
り
遺

跡
を
譲
ら
れ
て
い
た
重
真
ら
と
、
彼
ら
を
支
持
す
る
百
姓
た
ち
は
聖
宴
の
裁
許

を
不
満
と
し
て
三
度
に
わ
た
り
預
所
定
宴
に
訴
え
た
の
で
、
弘
安
元
年
（
一
二

七
八
）
四
月
に
遂
に
定
宴
は
勧
心
名
一
円
名
主
に
重
真
ら
を
補
任
し
た
（
ゑ
―

四
、
二
二
二
号
）。
こ
れ
に
対
し
、
定
宴
の
裁
定
を
不
満
と
す
る
西
念
の
子
の

宗
氏
は
弘
安
元
年
五
月
に
供
僧
に
訴
え
た
た
め
、
勧
心
名
の
補
任
権
は
預
所
か

ら
供
僧
に
移
る
こ
と
に
な
り
、
供
僧
は
宗
氏
に
勧
心
名
の
耕
作
を
安
堵
し
た
（
ア

―
三
一
一
、
二
二
五
号
）。
こ
の
供
僧
の
処
置
に
つ
い
て
、
定
宴
と
百
姓
た
ち

は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
反
発
し
て
い
る
。
先
ず
定
宴
に
つ
い
て
み
る
と
、
供

僧
の
処
置
に
反
対
す
る
重
真
や
百
姓
た
ち
が
供
僧
に
訴
え
る
た
め
東
寺
に
参
上

し
た
こ
と
を
告
げ
る
定
宴
の
書
状
は
、

抑
当
庄
先
例
ハ
百
姓
名
等
成
敗
者
、
預
所
相
計
事
ニ
候
之
間
、
充
文
を
成

下
候
し
処
、
令
違
乱
候
之
間
、
東
寺
へ
令
参
て
可
承
由
依
申
候
、
訴
人
等

参
上
仕
候
き
、
此
由
を
可
令
申
入
給
候
、

と
記
さ
れ
て
い
る
（
同
）。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
百
姓
名
の
相
論
裁
決
や
補

任
は
先
例
に
よ
り
預
所
の
権
限
で
あ
る
か
ら
、
重
真
ら
に
名
主
職
補
任
状
を
出

し
た
が
、（
供
僧
の
安
堵
を
得
た
と
い
う
）
宗
氏
が
違
乱
し
て
い
る
の
で
、
重

真
や
百
姓
た
ち
は
訴
人
と
し
て
供
僧
の
裁
決
を
仰
ぎ
た
い
と
し
て
参
上
し
た
の

で
承
知
頂
き
た
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
引
用
中
の
「
抑
当
庄
先
例
ハ
百
姓
名

等
成
敗
者
、
預
所
相
計
事
ニ
候
之
間
、
充
文
を
成
下
候
し
処
」
は
訴
人
（
重
真

・
百
姓
た
ち
）
の
発
言
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
う
で
あ
る
た
め
に
は
「
預

所
被
相
計
事
ニ
候
之
間
、
充
文
を
被
成
下
候
し
処
」
と
傍
線
部
二
箇
所
に
「
被
」

を
必
要
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
定
宴
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

文
言
は
定
宴
が
百
姓
名
補
任
権
は
預
所
が
持
つ
の
が
正
当
で
あ
る
と
し
て
、
供

僧
の
処
置
に
抗
議
し
た
言
葉
と
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
百
姓
た
ち
の
供
僧
に
対
す
る
抗
議
は
著
名
な
申
状
な
の
で
周
知
の
こ

と
で
あ
る
が
、
重
真
を
含
む
五
人
の
名
主
は
ま
ず
「
彼
名
田
重
真
一
円
可
令
領

知
之
由
、
先
度
一
同
令
言
上
畢
、
而
百
姓
等
挿
別
意
趣
執
申
之
由
、
宗
氏
立
申

之
条
、
極
無
実
也
」
と
の
べ
、
百
姓
が
重
真
を
支
援
し
て
い
る
の
は
「
別
意
趣
」

が
あ
る
と
宗
氏
が
供
僧
に
申
し
立
て
て
い
る
の
は
全
く
の
無
実
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
百
姓
が
重
真
を
支
援
す
る
の
は
、「
如
此
相
伝
之
名
田
等
、
無
指

罪
科
、
於
充
賜
掠
申
之
輩
者
、
今
日
者
雖
為
人
之
上
、
明
日
者
又
身
之
上
者
歟
」

と
い
う
名
主
の
連
帯
意
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
七
〇
年
に
及
ぶ
勧
心
の

名
支
配
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
以
種
々
秘
計
掠
申
」
し
た
宗
氏
は
退
け
ら
れ
る

べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（
イ
―
一
一
、
二
二
六
号
）。
す
で
に
網
野
氏
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
申
状
は
相
論
相
手
の
宗
氏
に
よ
り
「
惣
百
姓
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等
申
状
」（
京
―
一
五
、
二
二
九
号
）
と
称
さ
れ
て
お
り
、「
惣
百
姓
」
の
意
志

を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た�
。
こ
の
後
、
重
真
と
宗
氏
の
訴
陳
が
な
さ
れ
（
ト
―

一
四
、
二
二
八
号
。
京
―
一
五
、
二
二
九
号
。
教
護
一
〇
八
号
、
集
成
二
三
〇

号
、
お
―
一
、
二
三
一
号
）、
結
局
供
僧
は
「
古
老
百
姓
」
の
証
言
に
よ
っ
て

宗
氏
の
主
張
を
認
め
な
が
ら
も
、
勧
心
の
永
年
の
奉
公
も
否
定
し
が
た
い
と
し

て
、
聖
宴
の
裁
許
の
よ
う
に
半
名
宛
の
支
配
を
命
じ
た
の
で
あ
る
（
さ
―
三
、

二
三
二
号
）。

こ
の
勧
心
名
相
論
の
裁
許
を
み
る
と
、
聖
宴
と
供
僧
は
「
古
老
」
の
証
言
を

拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る�
。
そ
れ
に
対
し
、「
古
老
」「
年
来
百

姓
」
の
次
世
代
の
名
主
た
ち
は�
、
自
ら
の
名
主
職
を
保
持
す
る
た
め
に
、「
古

老
」
の
体
現
す
る
由
緒
を
否
定
し
て
連
帯
意
識
を
強
め
、「
惣
百
姓
」
の
共
同

体
的
意
志
を
形
成
し
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
定
宴
は
そ
の
意
志
に
沿
う
か

た
ち
で
名
主
職
補
任
権
を
行
使
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
定
宴
に
と
っ
て
名
主
職

補
任
権
は
法
の
正
義
を
実
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
権
限
と
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、「
古
老
」
の
歴
史
意
識
を
否
定
し
て
新
た
な
展
開
を
見
せ
つ
つ

あ
る
「
惣
百
姓
」
の
意
志
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
荘
民
と
の
「
信
頼
関
係�
」

を
保
持
し
、
荘
園
支
配
を
円
滑
に
行
う
と
い
う
現
実
的
機
能
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
両
者
に
半
名
宛
を
与
え
る
と
い
う
供
僧
の
裁
許
は
法
の
観
点

か
ら
す
れ
ば
衡
平
を
図
っ
た
と
は
い
え
る
が
、
変
貌
し
つ
つ
あ
る
荘
民
の
法
意

識
と
は
食
い
違
い
、
荘
園
の
円
滑
な
支
配
の
観
点
に
も
と
づ
く
定
宴
の
現
実
認

識
力
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
供
僧
は
預
所
の
名
主
職
補
任
権
を
吸
収
す
る
こ
と

に
よ
り
支
配
の
抽
象
化
を
招
く
が
、
同
時
に
定
宴
の
跡
を
継
い
だ
娘
孫
た
ち
の

支
配
も
荘
民
の
意
識
と
か
け
離
れ
た
権
威
主
義
的
傾
向
を
強
め
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
は
内
検
目
録
の
成

立
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

（
二
）
内
検
目
録

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
一
〇
月
に
地
下
公
文
代
豪
成
と
御
使
定
宴
に
よ
っ

て
「
田
数
并
所
当
米
損
得
散
用
事
」
と
題
す
る
文
書
が
供
僧
に
提
出
さ
れ
た
（
教

護
七
一
号
、
集
成
七
七
号
）。
こ
れ
は
太
良
荘
の
総
年
貢
米
（
一
八
六
・
六
九

二
五
石
）
か
ら
地
頭
や
百
姓
の
押
募
分
や
荘
立
用
な
ど
三
五
・
八
一
六
五
石
を

控
除
し
た
残
り
の
定
年
貢
米
一
五
〇
・
七
二
七
一
五
石
の
う
ち
、
こ
の
年
の
内

検
に
よ
っ
て
査
定
さ
れ
た
損
田
分
五
町
四
段
三
五
歩
の
損
亡
高
四
三
・
一
四
八

八
五
石
を
差
し
引
い
て
残
御
米
一
〇
七
・
七
二
七
一
五
石
を
確
定
し
、
そ
の
内

容
に
偽
り
な
き
こ
と
を
供
僧
に
誓
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
文
書
が
文
永

七
年
一
〇
月
（
は
―
五
、
一
〇
九
号
）、
文
永
一
〇
年
一
〇
月
（
教
護
八
〇
号
、

集
成
一
二
四
号
）、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
一
〇
月
（
は
―
二
〇
、
二
〇
〇

号
）
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
文
永
七
年
分
の
端
裏
書
に
「
内
検

目
六
」
と
記
さ
れ
、
文
永
一
〇
年
分
よ
り
「
損
亡
内
検
損
得
散
用
事
」
と
題
さ

れ
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
「
内
検
目
録
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
正
安

四
年
（
一
三
〇
二
）
よ
り
始
ま
る
得
宗
地
頭
時
代
以
前
に
お
い
て
知
ら
れ
る
内

検
目
録
は
こ
の
四
点
で
あ
る
が
、
得
宗
地
頭
時
代
で
は
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

一
〇
月
（
は
―
四
〇
）
・
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
一
〇
月
（
は
―
五
七
）
・

元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
一
〇
月
（
れ
―
四
）
に
内
検
目
録
が
作
成
さ
れ
て
お

り
、
元
亨
四
年
の
場
合
に
は
内
検
帳
が
前
欠
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
教
護

四
七
八
号�
）。
元
亨
四
年
の
内
検
帳
は
作
人
の
田
地
一
筆
ご
と
に
、
損
田
と
得
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要
　
Ⅲ
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社
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科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

八
八

田
の
面
積
を
記
し
、
末
尾
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
集
計
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ

の
内
検
帳
の
記
載
様
式
は
同
じ
供
僧
領
の
安
芸
新
勅
旨
田
に
つ
い
て
弘
長
三
年

（
一
二
六
三
）
以
来
作
成
さ
れ
た
損
得
検
注
馬
上
帳
（
内
検
帳
）
と
同
じ
で
あ

り�
、
か
つ
定
宴
は
納
所
公
文
と
し
て
新
勅
使
田
の
内
検
に
も
関
与
し
て
い
る
の

で
（
と
―
一
四
〇
）、
定
宴
が
太
良
荘
に
お
い
て
内
検
帳
を
作
成
し
て
い
た
と

す
る
と
、
の
ち
の
得
宗
地
頭
時
代
と
同
じ
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
内
検
帳
が
現
れ
る
文
永
三
年
か
ら
得
宗
支
配
時
代
の
元
亨
二
年
（
一

三
二
二
）
ま
で
の
年
貢
収
納
状
況
を
、
主
と
し
て
供
僧
の
も
と
で
の
正
米
配
分

を
示
す
年
貢
米
支
配
状
に
よ
っ
て
年
度
ご
と
に
表
示
し
た
も
の
が
表
５
で
あ

る
。
東
寺
は
乾
元
元
年
（
一
三
〇
二
）
以
前
は
正
米
一
二
二
石
余
を
収
納
基
準

と
し
て
い
た
が
、
得
宗
検
注
に
よ
っ
て
乾
元
元
年
以
後
は
正
米
は
一
〇
四
石
余

に
減
少
し
て
い
る
の
で
、
表
を
見
ら
れ
る
と
き
に
は
注
意
さ
れ
た
い
。
弘
安
四

年
か
ら
得
宗
地
頭
時
代
ま
で
の
期
間
は
年
貢
米
支
配
状
が
十
分
に
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
の
で
精
密
な
議
論
は
で
き
な
い
が
、
大
ま
か
な
傾
向
を
示
す
こ
と
は
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
内
検
の
行
わ
れ
た
年
に
つ
い
て
は
表
の
損
亡
欄
に
注
記
し
て

お
い
た
。
こ
の
表
５
に
よ
り
な
が
ら
、
損
亡
を
め
ぐ
る
問
題
の
な
か
で
内
検
目

録
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

す
で
に
太
良
荘
の
損
免
と
内
検
目
録
の
作
成
時
期
に
関
し
て
勝
山
清
次
氏

は
、
次
の
三
期
に
区
分
さ
れ
て
い
る�
。
す
な
わ
ち
、
Ⅰ
期
＝
建
治
二
年
ま
で
の

損
亡
の
年
に
は
内
検
が
行
わ
れ
て
い
る
時
期
、
Ⅱ
期
＝

弘
安
元
年
（
一
二
七

八
）
〜
徳
治
元
年
（
一
三
〇
六
）
ま
で
の
内
検
が
行
わ
れ
て
い
な
い
時
期
、
Ⅲ

期
＝
延
慶
元
年
以
後
の
内
検
が
再
び
行
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
勝
山
氏
の

時
期
区
分
に
従
い
た
い
と
思
う
が
、
Ⅱ
期
に
つ
い
て
は
得
宗
地
頭
時
代
以
前
と

以
後
の
区
別
は
必
要
で
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
百
姓
の
損
免
を
求
め
る

申
状
が
供
僧
の
も
と
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
得
宗
地
頭
時
代
以
後
で

あ
る
か
ら
、
Ⅱ
期
に
つ
い
て
は
下
位
区
分
を
設
け
た
い
。
そ
の
ほ
か
、
各
時
期

の
開
始
年
代
も
表
５
に
よ
っ
て
若
干
修
正
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
Ⅰ
期
＝
建
治

二
年
ま
で
、
Ⅱ
―
一
期
＝
建
治
三
年
〜
正
安
三
年
ま
で
、
Ⅱ
―
二
期
＝
乾
元

元
年
〜
延
慶
元
年
ま
で
、
Ⅲ
期
＝
延
慶
二
年
以
後
と
区
分
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
区
分
し
た
上
で
、
正
米
収
納
基
準
額
に
対
す
る
各
時
期
の
平
均

年
貢
納
入
率
を
求
め
る
と
、
Ⅰ
期
＝
七
九
・
九
％
、
Ⅱ
―
一
期
＝
八
五
・
六
％
、

Ⅱ
―
二
期
＝
七
五
・
五
％
、
Ⅲ
期
＝
七
〇
・
一
％
と
な
る
。
こ
の
数
字
か
ら
、

平
均
年
貢
納
入
率
は
得
宗
地
頭
時
代
が
よ
り
低
下
し
、
ま
た
内
検
が
行
わ
れ

る
時
期
が
よ
り
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
内
検
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
Ⅰ

期
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
内
検
の
行
わ
れ
な
い
年
は
満
額
の
正
米
を
供
僧
が
収
納

し
て
い
る
年
も
何
年
か
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
内
検
が
行
わ
れ
た
年
は
損
免

に
よ
っ
て
納
入
年
貢
は
か
な
り
減
少
し
、
そ
の
時
期
の
平
均
年
貢
納
入
率
を
引

き
下
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
一
般
的
傾
向
を
踏
ま
え
て
、
定
宴
が
預
所
で
あ
っ
た
Ⅰ
期
の
特
徴
を

考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
Ⅱ
―
二
期
以
後
に
は
損
免
を
要
求

す
る
百
姓
申
状
が
多
数
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
に�
、
そ
れ
以
前
に
は
そ
れ
が
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
百
姓
の
要
求
も
な
い
の
に
損
免
や
内
検

が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
建
治
二
年
七
月
に
定
宴
は
供
僧
に
宛
て
て
「
太

良
御
庄
損
亡
之
由
事
、
百
姓
等
申
状
進
上
候
、
可
有
御
披
露
候
」
と
述
べ
、
損

免
を
求
め
る
百
姓
等
申
状
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
供
僧
に
披
露
し
て
い
る
（
ゑ

―
一
五
五
―
四
、
一
九
一
号
三
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
百
姓
等
申
状
を
う
け
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年代 早米 中米・後米 未進分納入 年貢米合計 損亡分

文永３ 21.5055 65.27 86.7755 43.14885（内検）

４ 19.0 85.66 104.66

６ 86.44475 9.06765 95.5124

７ 20.353 61.9657 82.3187 47.531（内検）

８ 19.513 73.824 2.3696 95.7066

９ 27.7482 94.27432 3.807 125.82952

10 53.546 53.546 67.187（内検）

11 32.0227 90.49294 122.51564

建治１ 29.078 94.4938 123.5718

２ 29.193 54.5725 83.7655 48.02316（内検）

３ 24.9 92.3816 0.9343 118.2159

弘安１ 24.312 77.2337 12.4529 113.9986 15.08（10分1損）

２ 30.446 94.1827 124.6287

３ 27.224 53.874 81.098

４ 3.9355

５ 68.593 27.6 96.193

６ 20.5739 71.256 （18.545） （110.3749） 20.0

７ 97.9281

９ 61.9075

正応３ 17.8525 50.02 4.428 72.3005

乾元１ 9.77492 35.13 23.733 68.63792

嘉元１ 1.0255 62.14588 11.78 74.95138 5.0

２ 16.2602 50.16111 18.09026 84.51157 10.0

３ 18.3786 58.1834 8.75877 85.32077 6.0＋3.0

徳治１ 16.21759 48.806 3.2961 68.31969 23.0（百姓不叙用）

２ 57.69089 21.9787 13.876 93.54559

延慶１ 15.40662 49.65622 9.024 74.08684 42.78463（百姓押募）

２ 28.7964 6.403 35.1994 84.73684（内検）

３ 13.82117 57.361 7.191 78.37317

応長１ 21.96759 64.84471 2.1165 88.9288 10.33334（入田）

正和１ 21.5 39.56538 3.675 64.74038 60.0

２ 20.61 67.60722 11.36129 99.57851

３ 53.30386 5.9325 59.23636 50.0

４ 23.9502 30.89923 17.44749 72.29692 59.70146（内検）

文保１ 30.97319 26.6898 12.17369 69.83668

２ 33.60686 35.53694 6.54006 75.68386

元応１ 26.0647 49.13864 6.7 81.90334

２ 21.2333 43.571 4.317 69.1213

元亨１ 36.9225 21.20112 14.643 72.76662

２ 47.9113 21.50356 10.80472 80.21958

表５ 太良荘年貢米（正米）納入状況　　　　　　　　　　　　　　（単位；石）

注；①納入年貢額は正米（現地での納入額である国定から運送費・関料などを控除したもの）で示した。正米
額が記されていない場合は近くの日付の支配状などから推定して換算した。銭分も同様に換算した場合
があるが、この場合は国定である。なお、損亡分も国定である。
②定年貢米は乾元以前が国定150石余（正米122石余）、乾元以後（得宗地頭時代）が国定128石前後（正米
104石余）である。預所別進米は除く。

①典拠は、乾元以前は－22（245号）。弘安6年＝教護121号（集 成253号）この年の未進分が納入されたか
どうかは不明。弘安7年＝教護124号（集成255号）・は－23（256号）。弘安9年＝は－25（262号）。乾元
以後は教護305号・は－40。弘安4年分・同7年分・同9年分は支配状が欠けている可能性もあるので、合
計欄は空欄としている。
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た
供
僧
の
評
定
に
よ
り
、
こ
の
年
に
内
検
を
お
こ
な
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
も

の
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
建
治
二
年
以
前
の
内
検
実
施
の
年
で
あ
る
文
永

三
年
・
同
七
年
・
同
一
〇
年
に
も
損
免
を
求
め
る
百
姓
等
申
状
が
提
出
さ
れ
て

い
た
と
判
断
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
の
申
状
は
供
僧
保
管
の
文
書
と
し

て
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
最
初
の
内
検
が
行
わ
れ

た
文
永
三
年
以
前
に
お
い
て
は
損
免
に
関
す
る
文
書
が
一
切
伝
え
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
文
永
三
年
以
前
に
お
い
て
は

損
免
は
百
姓
と
預
所
（
聖
宴
・
定
宴
）
の
間
で
処
理
さ
れ
る
問
題
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
永
三
年
に
な
っ
て
初
め
て
供
僧
が
損
免
に
関
与
し
、

内
検
を
決
定
し
、
地
下
公
文
と
預
所
定
宴
の
作
成
し
た
内
検
目
録
に
よ
っ
て
損

免
額
の
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
損
免
は
百
姓

と
預
所
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
形
式
は
Ⅰ
期
に
は
ま
だ
存
続
し
て
お
り
、
百
姓

等
申
状
は
預
所
定
宴
に
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
供
僧
の
文
書
と
し
て
は
伝
来
し
な

か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

Ⅰ
期
に
お
け
る
内
検
の
実
施
や
内
検
目
録
の
作
成
の
特
質
は
Ⅲ
期
と
の
比
較

か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ⅲ
期
は
内
検
と
、
百
姓
の
損
免
要
求
に
応

じ
て
内
検
な
し
に
一
定
額
の
損
免
を
認
め
る
や
り
方
（
仮
に
こ
れ
を
「
一
定
額

損
免
」
と
す
る
）
が
併
存
す
る
時
期
で
あ
る
が
、
表
５
の
正
和
元
年
と
同
四
年

の
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
内
検
に
よ
る
損
免
が
一
定
額
損
免
よ
り
多
く
な
る

と
は
限
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
内
検
を
お
こ
な
う
か
の
基
準
が
明
確
で
な

く
、
内
検
に
す
る
か
、
一
定
額
損
免
に
す
る
か
は
供
僧
と
百
姓
の
力
関
係
な
ど

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
Ⅰ
期
で

は
損
免
が
国
定
で
四
〇
石
以
上
に
達
す
る
と
見
な
さ
れ
た
場
合
に
内
検
が
お
こ

な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
内
検
を
実
施
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
基
準
が
存
在

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
基
準
の
性
格
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
損
免
や

内
検
が
預
所
定
宴
に
よ
っ
て
供
僧
の
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
自
由
に
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
の
で
、
供
僧
が
基
準
を
新
た
に
設
定
し
た
も
の
と
み
る
か
、
あ
る
い

は
そ
の
基
準
と
は
定
宴
が
こ
れ
ま
で
荘
民
と
の
間
で
形
成
し
て
い
た
内
検
実
施

の
慣
行
を
踏
襲
し
た
も
の
と
み
る
か
は
、
そ
れ
を
判
断
し
う
る
史
料
を
欠
い
て

い
る
。
し
か
し
Ⅰ
期
と
Ⅱ
期
の
比
較
か
ら
明
白
に
わ
か
る
こ
と
は
、
Ⅱ
期
の
一

定
額
損
免
の
場
合
は
損
免
額
決
定
に
つ
い
て
供
僧
の
意
志
や
駆
け
引
き
が
重
要

な
役
割
を
演
じ
る
の
に
対
し
て
、
Ⅰ
期
で
内
検
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
決
定
さ
れ

た
場
合
は
供
僧
が
そ
れ
以
上
介
入
す
る
余
地
が
少
な
く
、
し
か
も
多
額
の
損
免

額
が
生
じ
、
供
僧
は
か
な
り
の
年
貢
減
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
供
僧
は
次
の
Ⅱ
期
か
ら
は
内
検
を
認
め
な
い
方
針
に
転
換
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
供
僧
た
ち
は
内
検
は
平
均
す
れ
ば
年
貢
収
納
の
低
下
を
招

く
と
判
断
し
、
Ⅱ
期
か
ら
は
内
検
を
認
め
な
い
で
一
定
額
損
免
に
切
り
替
え
、

建
治
三
年
か
ら
弘
安
二
年
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
一
定
度
の
年
貢
収
納
の
安
定
化

を
達
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
Ⅱ
期
に
到
り
、
預
所
は
内
検
実
施
の

機
能
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

文
永
三
年
か
ら
の
内
検
目
録
の
作
成
は
供
僧
が
内
検
の
承
認
権
を
握
り
、
預

所
定
宴
に
そ
の
結
果
を
報
告
さ
せ
、
誓
約
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
供
僧
に
よ
る

預
所
の
統
制
が
強
ま
り
、
供
僧
の
荘
務
権
の
深
化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時

に
預
所
と
地
下
公
文
の
実
施
す
る
内
検
は
多
大
の
損
免
額
を
査
定
し
、
平
均
す

れ
ば
年
貢
納
入
率
の
低
下
を
も
た
ら
し
た
。
供
僧
は
そ
れ
を
嫌
い
、
Ⅱ
期
か
ら

は
内
検
を
認
め
ず
、
一
定
額
損
免
に
切
り
替
え
た
。
内
検
が
お
こ
な
わ
れ
る
と



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

九
一

い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
預
所
を
通
じ
て
在
地
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
支

配
に
あ
た
ろ
う
と
す
る
領
主
の
支
配
理
念
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一

定
額
損
免
は
実
態
把
握
に
基
づ
く
支
配
で
な
く
、
供
僧
と
荘
民
の
駆
け
引
き
や

力
関
係
に
よ
っ
て
損
免
が
決
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
、
百
姓
と
の
軋
轢

を
供
僧
自
ら
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
弘
安
三
年
か
ら
供
僧

の
年
貢
支
配
状
が
完
備
し
な
く
な
る
の
は
、
百
姓
の
未
進
な
ど
の
抵
抗
が
強
ま

っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
が
定
宴
の
没
年
で
あ
る
の

も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

（
三
）
預
所
一
族
の
内
紛

次
ぎ
に
取
り
上
げ
る
べ
き
預
所
の
動
向
と
し
て
、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）

の
預
所
定
宴
一
族
の
内
紛
が
あ
る
。
こ
の
内
紛
の
経
過
に
関
し
て
は
す
で
に
網

野
氏
が
論
じ
ら
れ
て
お
り�
、
氏
の
論
に
付
け
加
え
る
も
の
は
少
な
い
の
で
あ
る

が
、
定
宴
一
族
が
太
良
荘
を
拠
点
と
し
、
現
地
で
得
分
を
確
保
し
よ
う
と
し
た

動
向
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

定
宴
は
以
前
か
ら
子
の
阿
性
房
静
俊
を
預
所
代
に
任
じ
て
お
り
、
静
俊
は
太

良
荘
内
に
小
屋
を
懸
け
て
「
小
主
」
北
山
女
房
や
子
ど
も
を
住
ま
わ
せ
、
ま
た

「
下
人
」
開
善
を
手
足
と
し
て
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
（
は
―
一
三
七
、
一
九

三
号
）。
定
宴
は
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
に
も
う
一
人
の
子
の
大
蔵
丞
（
大

蔵
入
道
）
盛
光
に
荘
内
の
地
四
段
を
与
え
た
こ
と
か
ら
（
は
―
二
二
―
二
七
、

二
四
五
号
二
七
）、
盛
光
も
荘
支
配
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
定
宴
の
「
下

人
」
で
定
使
・
綱
丁
で
あ
っ
た
十
郎
成
近
と
結
ん
で
静
俊
と
対
立
す
る
よ
う
に

な
っ
た
（
ヰ
―
一
五
七
、
一
八
四
号
）。
静
俊
は
真
利
名
内
の
地
を
「
自
分
作

田
」
と
し
て
支
配
し
て
い
た
が
、
真
利
の
訴
え
に
よ
り
こ
の
地
は
真
利
に
返
却

さ
れ
た
。
荘
民
た
ち
が
建
治
元
年
末
に
静
俊
を
預
所
代
と
し
て
認
め
な
い
と
供

僧
に
訴
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
真
利
名
田
に
関
す
る
こ
と
か
と
推
定
さ
れ
る
（
は

―
一
四
、
一
七
八
号
）。
翌
年
春
に
な
る
と
、
こ
の
真
利
名
田
の
返
却
は
成
近

の
策
動
で
あ
る
と
す
る
静
俊
は
成
近
の
作
田
一
段
一
五
〇
歩
と
定
使
・
綱
丁
の

所
職
を
奪
っ
た
た
め
、
成
近
の
所
職
安
堵
を
も
と
め
る
定
宴
と
供
僧
の
前
で
の

相
論
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
開
善
は
下
向
し
て
き
た
定
宴
娘
の
預
所
東
山
女
房
阿

古
を
荘
か
ら
追
い
出
そ
う
と
し
て
悪
口
に
及
ん
だ
と
い
い
、
東
山
女
房
は
北
山

女
房
の
子
ど
も
に
「
北
山
女
房
を
ハ
世
に
も
あ
ら
す
ま
し
」
と
発
言
し
た
と
い

う
よ
う
に
、「
父
子
姉
妹
之
中
不
和
ニ
罷
成
候
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
で

あ
る
（
は
―
一
七
、
一
九
〇
号
）。
結
局
、
こ
の
紛
争
は
成
近
の
所
職
安
堵
、

静
俊
の
預
所
代
維
持
、
両
女
房
の
和
解
で
決
着
し
た
よ
う
で
あ
る
が
（
ゑ
―
一

五
六
、
一
九
五
号
）、
静
俊
は
ま
も
な
く
預
所
代
を
離
れ
、
預
所
東
山
女
房
・

預
所
代
盛
光
が
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
盛
光
は
弘
安
四
年
（
一
二
八

一
）
に
百
姓
時
守
か
ら
年
貢
を
収
納
し
て
い
な
が
ら
未
進
と
称
し
て
大
勢
の
使

者
で
責
め
立
て
、
時
守
の
妻
女
を
亭
屋
に
召
し
籠
め
て
厨
供
給
を
さ
せ
る
な
ど

の
煩
い
を
し
た
と
時
守
か
ら
訴
え
ら
れ
て
お
り
、
後
に
代
官
の
地
位
を
離
れ
て

い
る
（
な
―
二
六
五
、
二
四
三
号
）。

以
上
の
紛
争
の
簡
単
な
経
過
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
定
宴
は
自
分
子
孫
に

相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
太
良
荘
を
子
孫
た
ち
の
得
分
確
保
の
拠
点
と
定
め

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
定
宴
の
子
ど
も
た
ち
が
一
箇
所
に
集
中
し
た
か
ら
争
い

も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
得
分
確
保
も
単
に
定
め
ら
れ
た
預
所
得
分
の
確
保

だ
け
で
な
く
盛
光
が
四
段
の
耕
地
を
持
ち�
、
静
俊
が
真
利
名
内
の
地
を
「
作
田
」

と
し
て
い
た
よ
う
に
、
耕
作
地
を
確
保
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
い
る
。
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静
俊
が
北
山
女
房
と
子
ど
も
を
荘
内
に
住
ま
わ
せ
た
と
い
う
の
は
注
目
さ
れ
る

が
、
彼
ら
の
生
活
地
は
京
都
で
あ
っ
た
か
ら
土
着
性
を
持
つ
と
は
い
え
ず
、
現

地
で
耕
作
地
を
管
理
し
た
の
は
「
下
人
」
の
成
近
や
開
善
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ

の
二
人
は
そ
の
後
も
土
着
性
を
失
わ
ず
、
成
近
は
先
述
の
よ
う
に
弘
安
元
年
分

一
色
田
未
進
分
年
貢
七
斗
余
の
納
入
を
誓
約
し
て
お
り
、
西
向
（
西
迎
）
と
名

乗
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
は
勧
心
名
半
名
を
獲
得
し
て
い
る
（
教
護
一
九
五

号
）。
開
善
も
得
宗
検
注
の
時
に
は
四
分
一
名
六
段
一
八
〇
歩
の
名
主
と
な
っ

て
い
る
（
同
）。
ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
預
所
の
拠
点
で
あ
っ
た
保
一
色

は
得
宗
検
注
に
よ
っ
て
一
色
名
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
年
貢
を
請
け
負
っ
て
い
た

の
は
西
向
と
開
善
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
定
宴
の
子
ど
も
た
ち
は
太
良
荘
を
拠
点
と
す
べ
く
一
定
度
の
在

地
性
の
強
化
を
は
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
一
族
間
の
対
立
や
百
姓
と
の
摩
擦

を
強
め
、
全
体
と
し
て
在
地
性
を
帯
び
た
拠
点
化
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
い

え
よ
う
。
代
わ
り
に
土
着
性
を
強
め
た
西
向
と
開
善
は
得
宗
支
配
下
に
お
い
て

も
一
色
名
の
名
主
と
し
て
、
預
所
の
得
分
確
保
の
た
め
に
そ
れ
な
り
の
役
割
を

果
た
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
鎌
倉
末
ま
で
そ
う
し
た
機
能
を
果
た
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る�
。

以
上
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
定
宴
が
預
所
職
の
子
孫
へ
の
譲
与
を
認
め
ら
れ
、

菩
提
院
の
預
所
代
か
ら
供
僧
の
預
所
へ
と
転
身
し
た
前
後
の
文
永
か
ら
弘
安
年

間
は
じ
め
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
、
預
所
の
名
主
職
補
任
権
、
内
検
目
録
、
預

所
一
族
の
内
紛
を
素
材
に
預
所
支
配
権
の
変
化
を
検
討
し
て
み
た
。
こ
の
時
期

は
わ
れ
わ
れ
が
今
日
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
菩
提
院
時
代
の
預
所
（
聖
宴
・
定

宴
）
の
百
姓
に
対
す
る
支
配
の
様
子
が
名
主
職
補
任
状
や
内
検
目
録
と
い
う
東

寺
に
伝
わ
る
文
書
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
は
本
来
の
支
配
の
姿
で
は
な
く
し
て
、
供
僧
の
荘
務
権
掌
握
の
動
き
の
な
か

で
制
約
さ
れ
た
姿
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
網
野
氏
の

指
摘
の
よ
う
に
、
供
僧
支
配
権
の
強
化
と
預
所
権
限
の
削
減
を
基
本
的
動
向
と

し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
預
所
一
族
に
よ
る
在
地
性
を
帯
び
た
拠
点
化
の

動
向
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
。
他
方
で
は
か
つ
て
「
古
老
」
が
体
現
し
た

よ
う
な
在
地
秩
序
も
「
惣
百
姓
」
の
結
合
に
よ
り
変
質
し
つ
つ
あ
り
、
預
所
は

よ
り
供
僧
の
利
害
を
代
弁
す
る
代
官
と
し
て
「
惣
百
姓
」
に
対
面
し
て
い
か
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
は
定
宴
の
「
遺
産
」
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い

た
預
所
の
支
配
権
も
定
宴
孫
娘
の
藤
原
氏
女
の
時
代
の
正
安
元
年（
一
二
九
九
）

に
は
荘
民
が
預
所
の
非
法
を
訴
え
る
に
到
る
。
次
に
は
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

三
　
預
所
支
配
と
百
姓
の
動
向

ま
ず
定
宴
が
預
所
と
な
っ
た
娘
や
孫
娘
に
遺
し
た
荘
民
支
配
の
た
め
の
「
遺

産
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
改
め
て
述
べ
て
お
く
と
、
そ
れ
は
定
宴
が
預
所
代

と
し
て
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
の
百
姓
と
地
頭
と
の
六
波
羅
に
お
け
る
相
論

に
お
い
て
百
姓
を
指
導
し
て
奔
走
し
勝
訴
を
勝
ち
と
っ
た
と
い
う
歴
史
に
立
脚

し
て
い
た
。
晩
年
の
定
宴
は
こ
の
裁
判
の
時
「
定
宴
六
波
羅
ニ
祗
候
仕
て
」
一

年
中
訴
え
た
の
で
勝
訴
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
「
百
姓
等
安
堵
仕
て
御

年
貢
備
進
」
し
た
の
だ
と
述
べ
（
ヱ
―
三
二
二
、
二
三
六
号
）、
ま
た
別
の
機

会
に
は
こ
の
裁
判
に
つ
い
て
、

凡
者
給
荒
廃
之
御
庄
候
天
、
廻
種
々
方
便
、
経
方
々
沙
汰
、
令
安
堵
百
姓
、
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全
御
年
貢
仕
候
事
、
上
々
皆
被
知
食
事
候
、
且
百
姓
等
其
余
恩
于
今
不
忘

却
仕
候
者
也
、

と
供
僧
に
訴
え
て
い
る
（
や
―
五
、
二
四
一
号
）。
こ
こ
で
定
宴
は
自
分
の
六

波
羅
裁
判
に
お
け
る
功
績
を
今
も
百
姓
た
ち
は
恩
義
に
感
じ
て
、
年
貢
を
負
担

し
て
い
る
の
だ
と
自
信
の
ほ
ど
を
語
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
六
波
羅
裁
判

を
勝
訴
に
導
い
た
定
宴
に
対
し
て
百
姓
た
ち
は
「
七
代
に
至
る
も
不
忠
・
不
善

を
存
ず
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
起
請
文
を
捧
げ
た
と
さ
れ
て
お
り
（
ア
―
三
四
）、

地
頭
の
押
妨
に
対
抗
す
る
た
め
百
姓
た
ち
は
定
宴
を
主
人
と
仰
い
で
臣
従
を
誓

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
網
野
氏
は
「
平
民
」
論
と
関
連
さ

せ
て
、
荘
民
を
私
的
隷
属
民
化
し
よ
う
と
す
る
地
頭
に
対
す
る
「
平
民
百
姓
の

自
由
民
と
し
て
の
頑
強
な
抵
抗
こ
そ
が
、
本
所
・
領
家
を
は
じ
め
と
す
る
荘

園
・
公
領
の
支
配
者
を
し
て
、
否
応
な
し
に
そ
う
し
た
抵
抗
を
保
護
す
る
「
公
」

と
し
て
の
姿
勢
を
と
ら
せ
た
根
源
的
な
力
で
あ
る
」
と
の
洞
察
を
示
さ
れ
て
い

る�
。
網
野
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
定
宴
は
荘
園
領
主

に
「
公
」
と
し
て
の
地
位
や
自
覚
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
は
菩
提
院
行
遍
・
預
所

聖
宴
・
預
所
代
定
宴
に
分
有
さ
れ
て
い
た
。
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
に
定
宴

の
孫
娘
で
あ
る
預
所
の
非
法
を
訴
え
た
百
姓
の
申
状
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、

太
良
荘
が
「
地
頭
非
法
張
行
」
に
よ
っ
て
「
百
姓
侘
際
」
し
「
亡
庄
」
と
な
っ

て
い
た
と
き
、
菩
提
院
行
遍
が
定
宴
を
雑
掌
と
し
て
地
頭
の
非
法
を
六
波
羅
に

「
申
御
沙
汰
」
あ
っ
て
、
百
姓
を
安
堵
し
公
事
を
定
め
て
代
々
今
に
至
る
ま
で

「
憲
法
御
成
敗
」
を
蒙
っ
て
き
た
と
し
て
い
る
（
教
護
一
七
一
号
）。
こ
の
百

姓
の
言
葉
か
ら
、
こ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
菩
提
院
以
下
の
支
配
の
正
当
性
が
確
立

し
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
支
配
の
「
公
」
と
し
て
の
性
格
が
百
姓
の
意
識
に
お

い
て
内
面
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
文
永
年
間
に
供
僧
が
荘
務
権
を
把
握
す
る
よ
う

に
な
り
、
何
が
「
公
」
で
あ
る
か
の
判
定
は
次
第
に
供
僧
の
権
限
と
な
っ
て
い

く
。
そ
う
し
た
な
か
で
定
宴
と
百
姓
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
七
代
の
臣
従
関
係
は

供
僧
の
体
現
す
る
「
公
」
に
吸
収
さ
れ
尽
く
せ
な
い
も
の
と
し
て
存
続
す
べ
き

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
定
宴
の
遺
し
た
「
遺
産
」
で
あ
っ
た
。

（
一
）
地
頭
支
配
権
の
変
化

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
に
勧
心
名
主
職
を
訴
え
た

百
姓
連
署
状
は
新
し
い
世
代
の
惣
百
姓
が
登
場
し
た
こ
と
を
示
し
、
定
宴
に
臣

従
を
誓
う
起
請
文
を
捧
げ
た
「
古
老
百
姓
勧
心
・
真
利
・
時
沢
」
の
時
代
は
終

焉
を
迎
え
て
い
た
（
ア
―
三
〇
、
二
六
八
号
）。
ま
た
百
姓
た
ち
の
臣
従
の
契

機
と
な
っ
て
い
た
地
頭
の
支
配
も
寛
元
元
年
裁
許
状
に
見
え
る
よ
う
な
耕
地
押

領
と
科
料
を
責
め
取
る
と
い
う
「
東
国
人
の
地
頭�
」
ら
し
い
あ
り
方
か
ら
変
化

し
つ
つ
あ
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
や
御
家
人
制
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ

て
、
幕
府
の
政
治
的
地
位
に
つ
い
て
公
権
力
化
の
状
況
が
明
ら
か
と
な
り
、
国

家
的
次
元
で
の
幕
府
の
財
政
的
貢
献
の
比
重
が
少
く
な
い
こ
と
も
判
明
し
、
さ

ら
に
は
御
家
人
制
や
御
家
人
役
と
の
関
連
で
「
御
家
人
領
」
と
い
う
概
念
が
提

起
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る�
。
こ
う
し
た
研
究
動
向
を
踏
ま
え
て
太
良
荘
地
頭

の
支
配
を
捉
え
る
と
、
地
頭
は
忠
兼
の
父
忠
清
の
晩
年
か
ら
荘
民
た
ち
に
と
っ

て
も
そ
の
存
在
感
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
。
忠
清
は
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
に

段
別
二
五
〇
文
の
大
番
役
雑
事
を
太
良
保
一
七
町
二
段
一
九
〇
歩
（
す
な
わ
ち

大
田
文
の
太
良
保
定
田
数
）
に
段
別
雑
事
と
し
て
賦
課
し
て
い
た
が
（
エ
―
一

一
、
八
一
号
）、
同
一
一
年
に
は
同
じ
役
を
預
所
の
支
配
す
る
保
一
色
に
も
賦



福
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大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

九
四

課
し
て
い
る
（
エ
―
一
〇
、
一
七
二
号
）。
高
橋
慎
一
朗
氏
は
こ
れ
を
地
頭
に

よ
る
村
落
の
均
一
的
支
配
を
意
図
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
お
り�
、
太
良
荘
の

大
田
文
公
田
に
属
す
る
地
は
預
所
の
保
一
色
で
あ
ろ
う
と
地
頭
に
も
所
役
を
勤

仕
す
べ
き
だ
と
い
う
公
田
支
配
の
論
理
を
地
頭
は
振
り
か
ざ
し
て
い
る
の
で
あ

る
。ま

た
文
永
六
年
の
大
番
役
段
別
雑
事
徴
収
に
つ
い
て
定
宴
か
ら
抗
議
を
受
け

た
地
頭
代
は
段
別
雑
事
の
名
称
を
撤
回
し
た
が
、
定
宴
は
そ
れ
な
ら
ば
日
別
雑

事
と
称
し
て
忠
清
の
若
狭
国
内
所
領
一
八
箇
所
三
四
三
町
余
に
割
り
当
て
て
徴

収
す
べ
き
だ
と
反
論
し
て
い
る
か
ら
（
な
―
一
六
、
九
一
号
）、
こ
の
時
の
大

番
役
雑
事
は
太
良
荘
だ
け
に
割
り
当
て
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
同

じ
文
永
六
年
に
隣
接
す
る
恒
枝
保
内
の
田
地
三
町
七
段
一
〇
〇
歩
を
太
良
荘
が

押
領
し
た
と
す
る
坪
付
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
（
ゑ
―
一
、
九
二
号
）、
そ
の

坪
付
を
み
る
と
こ
の
地
は
後
に
相
論
地
と
な
る
馬
上
免
内
の
地
で
（
ゑ
―
二
八

―
三
）、
当
時
恒
枝
保
地
頭
で
も
あ
っ
た
忠
清
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
「
押
領
」
は
忠
清
が
こ
の
地
を
太
良
荘
内
に
取
り
込
ん
だ
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
弘
安
八
年
（
一
二
八
六
）
よ
り
地
頭
と
し
て
史
料

に
現
れ
る
忠
清
の
子
の
忠
兼
は
知
行
の
諸
郷
保
は
多
か
っ
た
が
、
太
良
荘
内
に

屋
形
を
立
て
て
居
住
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
り
―
四
五
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
を

関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
、
地
頭
忠
清
・
忠
兼
親
子
は
太
良
荘
を
支
配
の
拠
点
地

化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
た
地
頭
の
支
配
下
に
あ
る
公
文
が
内
検
目
録
作
成
に
関
与
し
て
い
た
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
が
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
に
は
公
文
代
石
見
上
座
豪
成

が
東
寺
へ
百
姓
が
奉
仕
す
る
長
夫
の
催
促
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る�

（
エ
―
一
二
―
四
、
二
〇
二
号
四
）。
豪
成
は
荘
内
の
薬
師
堂
供
僧
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
領
家
方
に
も
田
地
を
持
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る�
。
さ
ら
に
最
近
、

太
良
荘
史
料
集
成
の
編
集
に
あ
た
ら
れ
て
い
る
高
橋
敏
子
氏
に
よ
っ
て
、
建
治

二
年
に
預
所
定
宴
の
代
官
で
あ
る
静
俊
を
訴
え
た
領
家
方
百
姓
申
状
の
筆
者
は

豪
成
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る�
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
る
と
、
地

頭
進
止
下
に
あ
る
公
文
豪
成
は
領
家
に
と
っ
て
も
、
ま
た
領
家
方
の
百
姓
た
ち

に
と
っ
て
も
公
文
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
少
し
後

の
正
応
五
年
（
一
二
九
七
）
三
月
に
は
伊
勢
房
良
厳
が
地
頭
忠
兼
か
ら
公
文
に

任
じ
ら
れ
て
い
る
が
（
オ
―
二
五
―
一
〇
）、
彼
は
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）

に
は
勧
心
名
半
名
の
名
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
な
―
五
二
）。
良
厳

は
勧
心
名
相
論
の
の
ち
半
名
を
与
え
ら
れ
た
宗
氏
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
高

く�
、
勧
心
半
名
主
と
し
て
惣
百
姓
結
合
の
中
心
を
占
め
る
人
物
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
地
頭
の
進
止
下
に
あ
る
公
文
は
領
家
に
と
っ
て
も
荘
の
日
常
的
支
配
に

不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
て
い
た
と
と
も
に
、
領
家
方
百
姓
の
中
心
人
物
が
任
命

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

右
に
み
た
よ
う
な
地
頭
の
動
向
や
公
文
の
性
格
か
ら
、
こ
の
時
期
に
地
頭
の

支
配
に
一
つ
の
転
換
が
起
こ
っ
て
い
た
と
見
な
し
う
る
。
そ
れ
ま
で
の
地
頭
は

荘
民
か
ら
在
家
役
を
と
り
、
百
姓
名
か
ら
京
上
夫
を
徴
発
し
て
は
い
た
が
、
そ

の
支
配
は
地
頭
名
と
馬
上
免
を
中
心
と
し
た
限
定
さ
れ
た
支
配
を
特
徴
と
し
て

い
た
。
し
か
し
今
や
地
頭
は
臨
時
的
に
せ
よ
公
田
支
配
権
を
主
張
す
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
進
止
下
に
あ
る
公
文
も
領
家
方
の
日
常
的
支
配
を
支
え
る
存
在
と

な
り
、
さ
ら
に
領
家
方
百
姓
の
中
心
人
物
が
公
文
に
補
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
ま
で
領
家
方
と
地
頭
方
は
比
較
的
分
離
さ
れ
た
支
配
を
行
っ
て
い
た
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が
、
今
は
公
田
を
中
心
と
す
る
耕
地
と
公
文
と
い
う
共
通
の
枠
組
み
を
基
盤
と

し
て
両
者
の
支
配
が
よ
り
重
な
る
度
合
い
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
地

頭
は
太
良
荘
を
支
配
の
拠
点
と
す
る
動
き
を
見
せ
て
お
り
、
こ
う
し
た
地
頭
の

動
向
は
百
姓
の
行
動
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
て
い
た
。
正
応
四
年
（
一
二
九

一
）
三
月
に
領
家
方
の
百
姓
源
八
は
借
銭
の
返
済
の
た
め
に
自
分
の
「
相
伝
仕

候
公
田
下
作
」
を
「
地
頭
殿
方
さ
ま
に
譲
も
ま
い
ら
せ
、
又
彼
方
へ
沽
却
を
も

仕
候
事
」
は
決
し
て
し
な
い
こ
と
を
誓
約
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
（
ゑ
―
八
）、

こ
れ
は
「
公
田
」
を
地
頭
方
に
譲
与
も
し
く
は
売
却
す
る
と
い
う
百
姓
の
動
き

が
現
実
味
を
帯
び
て
き
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
領
家
方
の
警
戒

心
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
助
国
名
相
論

地
頭
の
支
配
強
化
の
試
み
と
、
そ
れ
に
対
応
し
つ
つ
自
己
の
名
田
支
配
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
名
主
の
動
向
は
助
国
名
相
論
と
そ
の
処
理
問
題
の
な
か
で
明

ら
か
と
な
り
、
定
宴
の
「
遺
産
」
は
そ
の
過
程
で
消
滅
す
る
。

助
国
名
相
論
と
は
寛
喜
年
間
（
一
二
二
九
〜
一
二
三
一
）
に
逃
亡
し
た
助
国

の
跡
を
勧
心
・
時
沢
・
真
利
の
三
人
百
姓
が
分
割
し
て
自
名
に
取
り
込
ん
で
い

た
も
の
を
、
助
国
の
子
の
国
安
と
孫
の
国
友
が
返
還
を
求
め
て
三
人
百
姓
と
相

論
に
な
っ
た
問
題
で
あ
る
。
預
所
浄
妙
は
弘
安
九
年
五
月
に
国
安
を
助
国
名
主

に
補
任
し
た
（
ヱ
―
四
二
―
二
）。
し
か
し
三
人
百
姓
の
抗
議
を
受
け
る
と
先

の
補
任
は
「
不
免
（
究
）
淵
底
」
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
自
ら
の
審
理
の
不
十

分
さ
を
認
め
た
上
で
、
三
人
百
姓
（
真
永
・
時
守
・
宗
氏
）
に
名
主
職
を
還
補

す
る
（
教
護
一
七
〇
号
、
ら
―
一
―
一
）。
国
安
は
反
論
す
る
が
無
視
さ
れ
た

た
め
（
京
―
一
九
、
二
六
〇
号
）、
翌
年
五
月
に
地
頭
忠
兼
に
安
堵
を
求
め
て

安
堵
さ
れ
（
ヱ
―
四
二
―
三
）、
忠
兼
は
大
勢
を
率
い
て
助
国
名
の
早
田
を
刈

り
取
り
、
年
貢
三
〇
余
石
を
押
領
し
た
の
で
あ
る
。

預
所
浄
妙
は
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
の
関
東
裁
許
状
に
よ
っ
て
領
家
方
の

下
地
支
配
権
は
領
家
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
す
ぐ
に
地
頭
の

助
国
名
押
領
を
訴
え
て
い
る
が
（
な
―
三
一
、
二
六
六
号
）、
領
家
方
の
名
田

の
安
堵
を
地
頭
忠
兼
に
求
め
た
国
安
の
行
動
は
預
所
に
と
っ
て
予
想
外
の
出
来

事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
国
安
に
名
主
職
を
安
堵
し
た
地
頭
忠
兼
の
裁
許
状

に
は
「
其
後
国
安
於
領
家
・
地
頭
両
御
方
連
々
訴
訟
、
空
雖
送
年
序
、
于
今
不

達
理
訴
」
と
あ
っ
て
、
国
安
は
以
前
か
ら
地
頭
に
も
名
の
回
復
を
求
め
て
訴
訟

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
地
頭
が
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
行
っ
た
作

文
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
地
頭
・
国
衙
の
側
の
太
良
保
領
家
方
掌
握
の

様
相
を
示
す
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
の
「
太
良
保
領
家
方
年
貢
員
数
目
録
案�
」

（
オ
―
五
、
八
三
号
）
に
は
当
時
存
在
し
な
い
「
助
国
名
」
の
田
畠
の
年
貢
米

銭
が
記
さ
れ
て
お
り
、地
頭
側
は
助
国
名
の
消
失
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、

国
安
が
そ
こ
に
目
を
付
け
て
地
頭
に
訴
え
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

助
国
名
裁
判
は
預
所
と
地
頭
の
二
度
の
訴
陳
の
の
ち
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）

四
月
に
和
与
に
よ
っ
て
妥
協
が
は
か
ら
れ
、
領
家
は
下
地
進
止
権
を
確
保
し
て

助
国
名
を
取
り
返
し
た
が
、
そ
の
他
の
公
田
一
町
、
公
文
職
、
馬
上
免
な
ど
を

押
領
し
た
問
題
は
地
頭
の
既
得
権
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
ヒ
―
一
六
）。

助
国
名
に
つ
い
て
の
失
策
を
咎
め
ら
れ
た
預
所
浄
妙
は
供
僧
か
ら「
巨
多
科
料
」

を
課
さ
れ
た
と
さ
れ
（
な
―
五
一
）、
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
六
月
に
預
所

職
は
浄
妙
娘
の
藤
原
氏
女
に
替
わ
る
が
、
新
預
所
に
は
供
僧
か
ら
「
不
可
存
相

伝
之
所
職
」
と
い
う
条
件
が
付
け
ら
れ
て
い
る
（
ゑ
―
六
）。
永
仁
四
年
四
月



福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

九
六

に
供
僧
は
助
国
名
百
姓
職
に
三
人
百
姓
を
補
任
し
、
預
所
が
こ
れ
を
施
行
し
て

お
り
（
ら
―
一
―
二
・
三
）、
助
国
名
補
任
権
は
供
僧
が
握
っ
た
こ
と
が
明
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
助
国
名
の
回
復
を
狙
う
国
友
は
地
頭
が
名
を
押
領
し

て
い
た
時
期
の
三
人
百
姓
の
不
正
を
供
僧
に
訴
え
出
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
助

国
名
田
は
二
町
八
段
で
内
免
二
段
・
不
作
二
段
を
除
い
た
二
町
四
段
が
定
公
田

で
年
貢
は
二
〇
石
五
斗
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
頭
押
領
時
代
に
三
人
百

姓
は
領
家
に
対
し
て
助
国
名
は
田
地
三
町
で
、
年
貢
は
石
代
で
三
〇
石
を
地
頭

に
納
入
し
た
と
称
し
、
差
額
の
九
石
五
斗
を
毎
年
着
服
し
て
い
た
と
い
う
の
で

あ
る
（
教
護
一
六
〇
号
）。

こ
の
着
服
問
題
に
つ
い
て
、
預
所
は
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
に
国
友
・
三

人
百
姓
・
定
使
西
迎
（
西
向
）
を
呼
び
出
し
追
及
し
た
。
こ
の
時
の
状
況
は
後

の
正
安
三
年
四
月
二
一
日
に
国
友
と
西
迎
が
供
僧
に
証
言
し
た
文
書
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
が
（
お
―
四
）、
不
正
を
追
及
す
る
国
友
に
対
し
三
人
百
姓
は
「
閉

口
不
及
陳
答
」
と
あ
る
よ
う
に
着
服
を
認
め
、
返
済
を
約
束
さ
せ
ら
れ
た
。
そ

の
返
済
状
況
を
示
す
も
の
が
供
僧
に
対
し
同
じ
日
に
西
迎
が
証
言
し
た
内
容
を

示
す
文
書
で
あ
り
（
教
護
一
八
二
号
）、
そ
れ
に
よ
る
と
三
人
百
姓
が
着
服
し

た
年
貢
米
は
六
四
石
五
斗
八
升
と
算
定
さ
れ
（
国
友
の
主
張
で
は
九
石
五
斗
の

七
年
間
の
着
服
で
六
六
石
五
斗
と
な
る
）、
地
頭
押
領
分
二
九
石
を
除
い
た
残

り
の
年
貢
が
返
納
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
観
心
名
分
の
返
納
に
つ
い
て
例
示
す
る

と
。

一
、
勧
進
名
二
十
一
石
七
斗
三
升
内

地
頭
押
領
ト
テ
不
済
之
、
残
十
一
石
七
斗
三
升
内
ハ
納
取
テ
令
進
上

候
了
、

の
如
く
、
着
服
年
貢
の
勧
心
名
分
を
確
定
し
、
そ
の
う
ち
地
頭
に
押
領
さ
れ
た

分
（
一
〇
石
）
は
免
除
し
、
残
り
分
を
勧
心
名
よ
り
取
り
立
て
て
供
僧
に
納
入

し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
三
人
百
姓
は
着
服
年
貢
の
一
部
を
地
頭
が

押
領
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
着
服
年
貢
を
地
頭
と
分
け
合
っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
地
頭
が
国
安
を
名
主
に
補
任
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三

人
百
姓
が
依
然
と
し
て
名
主
で
あ
り
続
け
た
の
は
地
頭
と
三
人
百
姓
と
の
間
で

着
服
年
貢
の
配
分
に
つ
い
て
の
密
約
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
預
所
浄
妙
や
藤
原
氏
女
が
地
頭
忠
兼
と
助
国
名
の
支
配
権
を
争
っ
て
い
る

状
況
の
も
と
で
、
三
人
百
姓
は
地
頭
と
結
託
し
て
い
る
と
い
う
構
図
が
生
ま
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
三
人
百
姓
の
一
人
時
沢
名
主

厳
円
は
こ
れ
以
前
か
ら
地
頭
に
接
近
し
て
い
た
。
厳
円
は
正
応
四
年
（
一
二
九

一
）
四
月
二
日
に
盗
犯
に
よ
っ
て
逃
亡
し
た
兄
の
時
守
の
跡
を
宛
行
う
と
い
う

預
所
の
補
任
状
を
得
て
い
た
が
（
は
―
一
〇
一
―
二
）、
一
月
後
の
五
月
六
日

に
は
地
頭
忠
兼
か
ら
も
時
沢
名
の
下
文
を
得
て
い
た
の
で
あ
る�
（
は
―
八
五
）。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
み
る
な
ら
ば
、
定
宴
の
「
遺
産
」
は
も
は
や
消
滅
し
て
い

た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
着
服
問
題
を
追
及
さ
れ
た
三
人
百
姓
は
着
服
分
の

一
部
を
返
納
す
る
こ
と
に
よ
り
と
り
あ
え
ず
助
国
名
を
保
持
し
、
さ
ら
に
後
述

す
る
よ
う
に
、
こ
の
正
安
元
年
の
六
月
に
は
荘
の
百
姓
た
ち
と
と
も
に
預
所
を

訴
え
反
撃
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

助
国
名
年
貢
着
服
問
題
に
つ
い
て
定
使
西
迎
も
疑
い
の
目
が
向
け
ら
れ
た
。

供
僧
へ
の
証
言
で
西
迎
は
繰
り
返
し
着
服
に
つ
い
て
は
「
国
友
申
候
ニ
付
候
て

始
テ
承
候
也
」
と
述
べ
、
地
頭
押
領
時
代
に
は
こ
の
不
正
を
知
ら
な
か
っ
た
と

逃
げ
腰
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
西
迎
が
不
正
を
知
り
な
が
ら
黙
認
し
て
い
た
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の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
母
が
「
巨
多
過
料
」
を
課
さ
れ
て
嘆
い
て
い

た
預
所
は
西
迎
の
責
任
を
厳
し
く
追
及
し
た
も
の
と
見
ら
れ
、
不
正
問
題
が
確

定
し
た
正
安
元
年
一
〇
月
に
定
使
西
向
（
西
迎
）
は
「
不
慮
之
外
」
に
「
勘
当
」

さ
れ
た
こ
と
を
嘆
い
た
の
で
許
さ
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
以
後
の
奉
公
を
誓
う

旨
の
起
請
文
を
捧
げ
て
い
る
（
ヱ
―
二
〇
）。「
勘
当
」
と
あ
る
か
ら
供
僧
か
ら

処
罰
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
定
宴
下
人
で
あ
っ
た
西
迎
が
預
所
よ
り
地
頭
押
領

時
代
の
責
任
を
追
及
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
後
述
す
る

正
安
三
年
の
陳
状
の
な
か
で
預
所
は
近
年
の
定
使
が
年
貢
徴
収
に
弱
腰
で
あ
る

か
ら
、
年
貢
・
公
事
の
納
入
状
況
が
悪
化
し
た
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
が

（
ア
―
三
四
）、
こ
の
定
使
と
は
西
迎
に
他
な
ら
な
い
。
西
迎
は
す
で
に
七
〇
歳

に
な
っ
て
い
た
か
ら
気
力
が
衰
え
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
先
述
の
よ
う
に
耕
地

の
年
貢
負
担
者
と
し
て
土
着
性
を
強
め
た
西
迎
の
持
つ
農
民
的
性
格
が
百
姓
た

ち
に
理
解
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
定
宴
時

代
の
「
遺
産
」
は
消
滅
し
か
け
て
い
た
。

（
三
）
正
安
元
年
の
百
姓
訴
訟
　

正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
六
月
に
太
良
荘
名
主
は
連
名
し
て
二
通
の
申
状
を

供
僧
に
提
出
し
た
。
一
通
は
地
頭
忠
兼
の
非
法
を
訴
え
た
も
の
で
あ
り
（
ヱ
―

一
九
―
一
）、
も
う
一
通
は
預
所
藤
原
氏
女
の
所
務
が
苛
酷
で
あ
る
こ
と
を
訴

え
た
も
の
で
あ
る
（
教
護
一
七
一
・
一
七
二
号
）。
申
状
の
提
出
時
期
か
ら
考

え
て
、
す
で
に
網
野
氏
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に�
、
助
国
名
着
服
問
題
で
窮

地
に
陥
っ
て
い
た
三
人
百
姓
が
局
面
の
打
開
を
は
か
る
た
め
に
主
導
し
た
も
の

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
地
頭
を
訴
え
た
申
状
か
ら
検
討
す
る
と
、
名
主
た
ち
は
地
頭
の
非
法
と

し
て
①
脇
在
家
に
公
事
を
課
す
こ
と
、
②
名
内
畠
地
を
押
領
し
た
こ
と
、
③
板

東
夫
を
毎
年
賦
課
す
る
こ
と
、
④
入
草
の
こ
と
、
⑤
房
仕
に
日
夜
召
し
使
う
こ

と
、
⑥
農
繁
期
の
五
月
か
ら
七
月
に
公
事
を
課
す
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
地
頭

に
対
す
る
荘
民
の
訴
え
は
弘
安
一
〇
年
に
預
所
浄
妙
が
地
頭
忠
兼
の
非
法
を
挙

げ
た
な
か
に
「
百
姓
等
注
進
地
頭
非
法
十
六
ケ
条
」
と
見
え
て
お
り
、
以
前
か

ら
預
所
の
訴
訟
に
含
ま
れ
て
い
た
（
は
―
二
七
、
二
六
七
号
）。「
地
頭
非
法
十

六
ケ
条
」
の
内
容
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
正
安
元
年
の
申
状
に
挙
げ
ら

れ
た
非
法
は
ほ
ぼ
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
地
頭
は
こ
れ
に
つ
い
て
弘
安

一
〇
年
の
陳
状
で
は
そ
の
よ
う
な
非
法
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
正
応
二
年
（
一

二
八
九
）
の
陳
状
で
は
こ
の
問
題
は
「
百
姓
等
之
訴
訟
歟
」
と
述
べ
て
、
預
所

の
追
及
を
か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
（
は
―
三
一
）。
こ
の
正
応
二
年
の
訴
陳
で

預
所
浄
妙
は
地
頭
が
「
剰
称
御
下
知
未
断
、
恣
進
退
麻
桑
畠
」
し
て
い
る
こ
と

を
新
た
な
論
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
の

六
波
羅
裁
許
状
で
は
保
留
扱
い
と
な
っ
て
い
た
地
頭
押
領
の
畠
七
段
三
〇
〇
歩

を
指
し
て
お
り
、
預
所
は
そ
の
支
配
権
を
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
後
訴
訟
の
進
展
は
な
く
、
結
局
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
四
月
に
領
家

雑
掌
と
地
頭
代
の
和
与
と
な
り
、
畠
七
段
三
〇
〇
歩
は
地
頭
の
支
配
と
し
、
百

姓
の
訴
え
た
地
頭
の
非
法
に
関
し
て
は
「
於
非
分
事
者
、
一
向
令
停
止
」
す
る

と
い
う
抽
象
的
な
文
言
で
妥
協
が
は
か
ら
れ
て
い
る
（
ヒ
―
一
六
）。
し
た
が

っ
て
、
正
安
元
年
に
名
主
た
ち
が
地
頭
を
訴
え
た
の
は
、
和
与
に
よ
っ
て
領
家

と
地
頭
の
間
で
一
応
の
解
決
が
は
か
ら
れ
た
問
題
を
名
主
た
ち
が
自
ら
の
問
題

と
し
て
再
び
提
起
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
名
主
た
ち
は
右
の
②
の
名
内
畠
地

の
押
領
に
関
し
て
「
太
良
御
庄
百
姓
名
内
畠
地
地
頭
御
方
被
取
注
文
次
第
」
を
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作
成
し
て
、
七
段
一
七
〇
歩
の
屋
敷
・
麻
地
・
上
葉
畠
・
畠
が
地
頭
に
押
領
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
注
進
し
て
い
る
（
ヱ
―
一
九
―
二
）。
こ
れ
ら
の
畠
地
は
和

与
状
に
見
え
る
地
頭
押
領
畠
と
重
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る�
。
す
な
わ
ち
名
主

た
ち
は
永
仁
二
年
の
和
与
に
よ
っ
て
領
家
側
も
承
認
し
た
畠
に
つ
い
て
の
地
頭

支
配
権
に
つ
い
て
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
別
稿
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に�
、

畠
は
名
主
の
所
有
地
と
し
て
法
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
必
要

が
あ
る
。
末
武
名
主
脇
袋
範
継
が
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
に
「
公
田
」
で

あ
る
末
武
名
内
保
一
色
田
を
松
永
地
頭
に
押
領
さ
れ
た
時
に
、
こ
れ
は
「
堺
相

論
」
で
あ
る
か
ら
「
本
所
御
沙
汰
」
で
あ
り
、
名
主
が
訴
訟
を
す
る
た
め
に
は

「
本
所
御
挙
状
」
を
必
要
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
ル
―
一
三
、
一
四

七
号
）、「
公
田
」
は
法
的
に
は
荘
園
領
主
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
、
寛
元
元
年
の
地
頭
と
の
相
論
に
お
い
て
は
畠
七
段
三
〇
〇
歩
は
名

主
が
所
有
権
を
主
張
し
う
る
土
地
と
し
て
法
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
否
定
し
た
の
が
正
応
二
年
の
預
所
浄
妙
の
重
申
状
で
あ
っ
て
、
地

頭
押
領
の
畠
七
段
三
〇
〇
歩
に
つ
い
て
、

所
被
載
彼
御
下
知
之
百
姓
等
、
大
略
令
死
亡
了
、
所
詮
於
当
庄
田
畠
下
地

等
者
、
可
為
領
家
進
止
之
条
、
宝
治
御
下
知
明
鏡
也
、

と
述
べ
（
は
―
三
一
）、
寛
元
元
年
の
裁
許
状
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
勧
心
な
ど

の
百
姓
が
ほ
ぼ
死
去
し
た
今
は
、
領
家
の
勧
農
権
が
認
め
ら
れ
た
宝
治
元
年
（
一

二
四
七
）
の
裁
許
状
（
エ
―
二
、
三
七
号
）
に
よ
っ
て
「
田
畠
下
地
」
と
も
領

家
が
支
配
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
名
内
畠
は
百
姓
一
代
限
り
の
所

有
権
が
あ
る
だ
け
で
、
死
後
に
跡
を
継
い
だ
百
姓
に
は
継
承
さ
れ
な
い
と
い
う

の
は
、
百
姓
に
と
っ
て
は
容
認
で
き
な
い
論
理
で
あ
り
、
ま
た
畠
の
支
配
が
問

題
と
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
の
勧
農
権
が
畠
支
配
権
を
も
含
む
と
い
う
の
は
拡

大
解
釈
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
法
的
に
は
無
理
が
あ
る
解
釈
に
も

と
づ
い
て
、
預
所
と
領
家
は
畠
七
段
三
〇
〇
歩
の
支
配
権
を
主
張
し
、
百
姓
の

法
的
所
有
権
を
無
視
し
て
地
頭
と
の
間
の
和
与
に
よ
っ
て
地
頭
の
支
配
権
を
承

認
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
安
元
年
に
名
主
た
ち
が
畠
を
地
頭
が
押
領

し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
の
は
、
領
家
と
預
所
の
不
当
な
処
置
に
対
し
て
あ
く

ま
で
百
姓
独
自
の
権
利
を
主
張
す
る
た
め
の
行
動
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
す
で
に
地
頭
と
の
間
で
和
与
を
成
立
さ
せ
て
い
た
領

家
供
僧
に
は
こ
の
名
主
た
ち
の
訴
え
を
支
援
す
る
気
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
、

地
頭
に
対
し
訴
訟
が
行
わ
れ
た
気
配
は
な
い
。
寛
元
元
年
に
は
預
所
定
宴
は
畠

に
対
す
る
百
姓
の
所
有
権
を
認
め
、
六
波
羅
の
法
廷
で
百
姓
の
主
体
的
権
利
を

支
援
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
永
仁
二
年
に
は
預
所
と
供
僧
は
百
姓
の
権
利
を

否
定
し
て
地
頭
と
の
間
で
和
与
を
結
び
、
正
安
元
年
の
百
姓
の
訴
え
は
無
視
し

た
の
で
あ
る
。
百
姓
は
預
所
や
供
僧
に
対
す
る
依
存
状
況
を
克
服
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

次
に
は
名
主
た
ち
が
預
所
の
「
新
儀
非
法
」
を
訴
え
た
こ
と
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。
名
主
た
ち
の
訴
え
に
対
し
預
所
藤
原
氏
女
は
翌
年
の
三
月
に
陳
状
を

提
出
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
名
主
た
ち
が
訴
え
た
八
カ
条
の
内
容
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
（
ア
―
三
四
）。
名
主
た
ち
の
訴
え
た
預
所
非
法
八
カ
条
と
は
、

①
百
日
房
仕
役
の
ほ
か
雑
事
を
課
す
こ
と
、
②
百
姓
名
内
の
上
葉
畠
を
抜
き
取

っ
た
こ
と
、
③
散
使
田
は
百
姓
巡
役
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
た
こ
と
、
④
京
上

夫
を
過
剰
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
、
⑤
荘
の
出
入
り
に
乗
輿
を
用
い
百
姓
を
使
役
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す
る
こ
と
、
⑥
一
人
に
定
ま
っ
て
い
る
年
貢
催
促
の
定
使
を
多
く
用
い
る
こ
と
、

⑦
預
所
直
営
地
に
百
姓
を
使
役
す
る
こ
と
、
⑧
染
花
が
採
れ
な
い
の
に
花
紙
代

用
途
を
徴
収
し
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
百
姓
と
預
所
の
関
係
の
変

化
を
示
す
②
・
③
・
⑦
の
問
題
を
預
所
の
陳
状
が
出
さ
れ
た
翌
月
の
正
安
二

年
四
月
の
供
僧
の
裁
許
状
（
お
―
三
）
も
含
め
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
②
に
つ
い
て
名
主
た
ち
は
こ
れ
ま
で
名
内
の
上
葉
畠
の
所
有
を
認
め

ら
れ
、
葉
（
桑
の
葉
）
を
弁
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
こ
の
預
所
は
名
内
か
ら
上

葉
畠
を
抜
き
取
っ
た
と
抗
議
し
た
が
、
預
所
は
上
葉
畠
は
預
所
の
進
退
で
百
姓

名
内
の
地
で
は
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
母
の
浄
妙
が
地
頭
と
の
相
論
で
畠
は

領
家
進
退
と
主
張
し
た
こ
と
が
実
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
名
主
た
ち
は

地
頭
に
対
す
る
の
と
同
様
の
怒
り
を
預
所
に
向
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
争
点
に
関
す
る
供
僧
の
裁
許
は
「
両
方
無
指
所
見
、
仍
成
公
畠
之
由
云
々
、

成
公
畠
上
者
、
相
互
可
致
半
分
之
耕
作
矣
」
と
あ
っ
て
、
証
拠
が
な
い
の
で
公

畠
と
す
る
の
で
預
所
半
分
・
百
姓
半
分
の
耕
作
と
せ
よ
と
い
う
も
の
で
、
す
で

に
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
極
め
て
形
式
的
な
裁
許
で
あ
っ
た�
。

つ
ぎ
に
③
の
散
使
田
と
は
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
の
内
検
帳
（
教
護
七
一

号
、
集
成
七
七
号
）
の
除
分
に
「
一
石
　
散
仕
田
一
段
分
、
不
弁
之
」
と
見
え

る
も
の
で
、
百
姓
た
ち
が
訴
状
で
「
百
姓
等
宛
賜
之
、
守
巡
役
次
第
、
経
其
役
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
本
来
は
年
貢
収
納
時
の
算
勘
の
役
な
ど
を
勤

め
る
百
姓
に
与
え
ら
れ
た
給
田
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
の
段
階
で
は
百
姓
が
「
巡

役
」
と
し
て
散
仕
を
勤
め
、
給
田
の
得
分
を
順
番
に
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

と
判
断
さ
れ
る
。
散
仕
は
領
家
や
預
所
の
進
退
す
る
下
級
荘
官
と
い
う
性
格
か

ら
惣
百
姓
の
差
配
す
る
共
同
体
の
役
職
に
変
化
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
預
所

は
散
仕
を
「
撰
器
量
令
宛
行
」
っ
た
た
め
惣
百
姓
は
こ
れ
を
惣
村
自
治
の
侵
害

と
捉
え
反
発
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
供
僧
の
裁
許
は
預
所
の
主
張

を
認
め
、
百
姓
の
「
巡
役
」
と
い
う
主
張
は
退
け
ら
れ
た
。

⑦
は
預
所
支
配
の
一
つ
の
特
質
を
示
し
て
い
る
の
で
、
少
し
論
じ
て
お
き
た

い
。
預
所
は
百
姓
が
預
所
の
直
営
地
を
耕
作
す
る
の
は
「
致
正
月
節
養
之
間
、

百
姓
又
為
報
答
之
」
で
あ
る
と
反
論
し
て
お
り
、
預
所
が
正
月
に
百
姓
を
招
待

し
て
饗
宴
を
催
す
こ
と
に
対
す
る
百
姓
の
返
礼
が
直
営
地
耕
作
で
あ
っ
た
と
い

う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
直
営
地
耕
作
は
「
節
養

せ
ち
や
し
な
い

」
と
「
報
答
」
と
い
う
互
酬

制
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
の
が
預
所
の
主
張
で
あ
る
。
預
所
が
こ
う

し
た
互
酬
制
を
主
張
す
る
背
景
に
は
、
表
１
の
預
所
得
分
に
示
し
た
よ
う
に
在

地
領
主
の
系
譜
を
持
た
な
い
預
所
は
京
上
夫
の
他
は
夫
役
を
徴
発
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
他
方
で
、
預
所
に
よ
れ
ば
百
姓
た
ち
は

預
所
に
対
し
て
七
代
の
臣
従
を
誓
っ
た
よ
う
な
従
属
関
係
に
あ
る
も
の
と
観
念

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
臣
従
関
係
は
観
念
的
・
非
制
度
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
労
働
夫
役
を
徴
発
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
実
体
化
で
き

な
い
が
ゆ
え
に
、「
節
養
」
と
「
報
答
」
と
い
う
互
酬
制
の
論
理
が
預
所
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
預
所
の
直
営
地
労
働
夫
役
の
徴
発
は
職
と

し
て
の
権
限
に
も
と
づ
く
も
の
で
な
く
、
ま
た
預
所
は
在
地
に
お
い
て
百
姓
に

対
し
家
父
長
制
支
配
や
家
産
制
支
配
の
実
態
を
形
成
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い

か
ら
、
そ
の
労
働
夫
役
の
徴
発
は
互
酬
制
を
論
理
と
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

依
拠
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る�
。「
節
養
」
と
「
報
答
」
に
つ
い
て
預
所

の
主
張
を
も
う
一
度
そ
の
前
に
置
か
れ
た
文
言
を
含
め
て
引
用
す
る
と
、

田
地
耕
作
之
事
、
敢
非
新
儀
、
云
預
所
、
云
百
姓
、
依
為
重
代
、
以
優
如
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之
儀
、
致
正
月
節
養
之
間
、
百
姓
又
為
報
答
之
、

と
あ
り
、
預
所
が
「
正
月
節
養
」
を
行
う
の
は
、
預
所
と
百
姓
が
「
重
代
」
の

関
係
に
あ
る
の
で
「
優
如
（
宥
恕
）」
の
思
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
重
代
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
定
宴
と
百
姓
と
の
歴
史
を
指
し
、
こ
の
段
階
で

は
定
宴
の
「
遺
産
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
「
優
如
」
の
思
い
と
は
パ
タ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
現
象
形
態
で
あ
る
温
情
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
定
宴
の
「
遺
産
」
は

実
態
と
し
て
は
消
滅
し
て
い
た
が
、「
正
月
節
養
」
の
饗
応
の
な
か
に
形
式
と

し
て
存
続
し
て
い
た
も
の
を
百
姓
た
ち
が
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
次
に
見

る
よ
う
に
こ
の
饗
応
が
存
続
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
新
た
な
意
味
づ
け
を
含

む
よ
う
に
な
る
。

こ
の
節
養
と
直
営
地
耕
作
の
争
点
は
供
僧
の
裁
許
で
は
「
相
互
以
和
与
之
儀
、

可
致
其
沙
汰
矣
」
と
あ
っ
て
妥
協
に
よ
る
存
続
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
南
北
朝

期
以
後
の
地
頭
方
に
お
い
て
は
節
養
米
一
石
（
半
済
以
後
は
五
斗
）
が
百
姓
に

下
行
さ
れ
て
い
る
が
（
ハ
―
一
〇
）、
領
家
方
に
つ
い
て
は
そ
の
記
載
は
な
い
。

し
か
し
先
述
の
よ
う
に
南
北
朝
期
保
一
色
田
に
お
い
て
預
所
が
二
段
七
〇
歩
の

手
作
地
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
節
養
が
存
続
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か

し
地
頭
方
に
お
い
て
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
の
有
名
な
百
姓
申
状
（
は
―
八

六
）
が
地
頭
方
代
官
脇
袋
彦
太
郎
と
又
代
官
の
非
法
と
し
て
、
田
畠
三
町
の
耕

作
の
た
め
に
六
〇
〇
人
の
百
姓
を
使
役
し
た
と
訴
え
る
と
と
も
に
、「
正
月
節

食
」
に
お
い
て
酒
で
な
く
絞
り
粕
を
出
し
た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
饗

応
が
そ
の
振
る
舞
い
の
内
容
を
含
め
て
百
姓
の
権
利
と
考
え
ら
れ
始
め
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
戦
国
期
の
百
姓
の
「
指
出
」
は
領
主
へ
の
納
入
分
だ
け

で
な
く
、
下
行
分
を
も
詳
細
に
記
し
そ
れ
を
領
主
の
義
務
と
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
も
は
や
領
主
の
温
情
主
義
を
期
待
す
る
と
い
う
よ
り
、
百
姓
と
領
主
の
互

酬
制
原
理
を
百
姓
の
側
か
ら
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た�
。
太
良
荘
百
姓
の
節
養

を
め
ぐ
る
正
安
元
年
の
訴
え
は
そ
う
し
た
戦
国
期
の
「
指
出
」
に
つ
な
が
る
百

姓
の
意
識
と
行
動
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

供
僧
の
判
決
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
争
点
に
対
す
る
供

僧
の
判
決
は
形
式
的
で
あ
っ
て
現
実
に
生
起
し
て
い
る
問
題
の
な
か
か
ら
荘
支

配
の
理
念
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
は
弱
い
。
さ
ら
に
助
国
名
年
貢
着

服
問
題
の
責
任
を
と
ら
さ
れ
、
預
所
を
訴
え
た
訴
訟
で
も
十
分
な
成
果
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
三
人
百
姓
は
翌
正
安
三
年
に
は
違
っ
た
か
た
ち
で
預
所
を
忌
避
す

る
。
す
な
わ
ち
、
三
人
百
姓
の
持
つ
助
国
名
の
預
所
分
細
々
雑
事
を
地
頭
に
憚

り
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
銭
納
す
る
こ
と
を
預
所
に
認
め
さ
せ
、
次
い
で
こ
の

銭
納
分
を
供
僧
に
納
入
し
た
い
と
願
い
出
て
そ
の
通
り
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
（
な
―
五
一
）。
こ
れ
に
対
し
て
預
所
は
供
僧
に
抗
議
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
三
人
百
姓
に
よ
る
預
所
へ
の
報
復
と
で
も
い
う
ほ
か
な
い
行
為
で
あ
り
、
預

所
の
権
威
の
失
墜
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

む
す
び

本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
預
所
（
代
）
定
宴
の
支
配
の
様
相
を
知
り
う
る

史
料
が
現
存
の
東
寺
百
合
文
書
の
な
か
に
現
れ
は
じ
め
る
の
は
文
永
三
年
（
一

二
六
六
）
の
内
検
目
録
の
作
成
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
が
、
す
で
に
こ
の
時
は
供

僧
の
荘
務
権
強
化
の
時
代
に
入
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
文
書
が
現
れ
る
こ
と
自

体
預
所
支
配
権
の
変
質
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
内
検
目
録
の
作
成

が
す
で
に
供
僧
の
統
制
下
に
置
か
れ
た
預
所
の
姿
を
示
し
て
お
り
、
定
宴
没
後



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

一
〇
一

に
は
内
検
目
録
は
作
成
さ
れ
な
く
な
り
、
損
免
額
の
決
定
は
供
僧
と
百
姓
の
交

渉
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
、
後
々
ま
で
続
く
あ
り
方
が
生
ま
れ
始
め
て

い
た
。

し
た
が
っ
て
菩
提
院
預
所
時
代
の
本
来
の
預
所
支
配
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
預
所
支
配
の
「
変
質
」
を
論
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
論
理
的
弱
点
を
本
稿
は
克
服
で
き
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
預
所
の
得
分
に
注
目
し
、
そ
の
得
分
を
生
み
出
す
預
所
の
本
来
の
権
限
を

探
る
と
い
う
方
法
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
冗
漫
な
叙
述
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
斗
代
増
減
と
保
一
色
を
中
心
に
預
所
固
有
の
権
限
と
し
て

勧
農
権
が
あ
る
こ
と
を
突
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
斗
代
増
減
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
得
分
権
化
し
た
「
勧
農
権
」
は
本
来
の
勧
農
権
の
退
化
し
た
姿

で
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
菩
提
院
預
所
時
代
の
勧
農
権
行
使
の
実
態
を
明
ら
か

に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

預
所
は
他
の
荘
官
と
異
な
っ
て
給
田
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
、
勧
農
権
を
行

使
し
て
保
一
色
を
設
定
し
、
そ
の
な
か
に
直
営
田
を
有
し
て
在
地
に
密
着
す
る

体
制
を
と
ろ
う
と
し
た
が
、
在
地
性
を
強
め
た
の
は
預
所
の
所
従
た
ち
で
あ
っ

て
、
預
所
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
四
世
紀
に
な
る
と
「
節
養
」
と
「
報

答
」
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
預
所
の
直
営
地
へ
の
夫
役
を
百
姓
た
ち
は
拒

否
す
る
動
き
を
見
せ
る
ま
で
に
な
る
。

寛
元
元
年
の
地
頭
に
対
す
る
百
姓
の
訴
訟
を
勝
利
に
導
い
た
定
宴
に
は
百
姓

掌
握
に
つ
い
て
の
自
信
が
あ
り
、
そ
れ
は
定
宴
子
孫
の
預
所
た
ち
に
も
「
遺
産
」

と
し
て
継
承
さ
れ
た
が
、
供
僧
、
百
姓
、
地
頭
の
動
向
は
そ
う
し
た
「
遺
産
」

が
効
力
を
も
ち
う
る
基
盤
を
喪
失
さ
せ
て
い
っ
た
。
荘
務
権
強
化
を
追
求
し
た

供
僧
の
動
向
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
寛
元
元
年
の
勝

訴
を
経
験
し
た
古
老
百
姓
が
死
去
し
て
い
く
な
か
で
、
勧
心
名
訴
訟
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
「
惣
百
姓
」
は
過
去
の
歴
史
よ
り
も
現
在
の
利
害
に
よ
っ
て
結
合
し

つ
つ
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
惣
百
姓
」
た
ち
は
過
去
の
歴
史
を
捨
て
た

わ
け
で
は
な
く
勧
心
名
訴
訟
の
申
状
に
「
観
心
所
領
知
及
七
十
ケ
年
、
其
間
領

家
又
三
代
也
」
と
述
べ
て
、
領
家
の
由
緒
よ
り
も
勧
心
の
名
主
と
し
て
の
由
緒

が
古
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
古
い
由
緒
そ
れ
自
体
を
尊
重

し
よ
う
と
い
う
態
度
で
は
な
く
、
現
在
の
状
況
と
関
連
さ
せ
て
正
当
化
す
る
た

め
の
主
張
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
預
所
浄
妙
は
正
応
二
年
に
寛

元
の
裁
許
状
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
百
姓
が
死
亡
し
た
今
は
争
点
と
な
っ
て
い
る

畠
は
領
家
の
支
配
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
預
所
の
側
で
も
、
現

在
の
利
害
の
た
め
に
は
歴
史
的
由
緒
は
無
視
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。「
惣

百
姓
」
も
預
所
も
歴
史
的
由
緒
を
現
在
の
利
害
か
ら
解
釈
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

寛
元
年
間
に
百
姓
が
定
宴
に
誓
っ
た
七
代
の
臣
従
も
見
直
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ

る
。こ

の
定
宴
へ
の
七
代
の
臣
従
誓
約
は
横
暴
を
極
め
た
地
頭
に
対
す
る
領
家
方

の
預
所
と
百
姓
の
結
束
を
示
し
て
い
る
が
、
文
永
年
間
以
後
に
地
頭
は
公
田
支

配
を
主
張
し
、
領
家
方
百
姓
の
な
か
で
も
そ
の
存
在
感
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
。

領
家
方
名
田
助
国
名
を
地
頭
か
ら
安
堵
さ
れ
た
国
安
の
例
は
極
端
と
し
て
も
、

厳
円
は
時
沢
名
の
安
堵
を
地
頭
か
ら
も
得
て
い
た
し
、
助
国
名
の
三
人
百
姓
は

地
頭
と
結
託
し
て
年
貢
を
着
服
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
地
頭
進
止
の
公

文
豪
成
が
領
家
方
の
所
務
に
日
常
的
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
領
家
方
百
姓

の
訴
状
を
代
筆
す
る
な
ど
支
配
の
基
礎
に
お
い
て
領
家
方
と
地
頭
方
の
共
通
の



福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

一
〇
二

土
台
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
勧
心
名
主
良
厳
が
公
文
職
に
任
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
定
宴
「
遺
産
」
の
基
盤
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

定
宴
孫
娘
は
太
良
荘
に
臨
ん
で
「
諸
事
先
例
に
任
せ
て
」
厳
し
い
支
配
を
行
っ

た
が
、
そ
こ
に
は
供
僧
の
意
に
添
う
有
能
な
代
官
た
ろ
う
と
す
る
預
所
の
姿
と
、

荘
の
出
入
り
に
百
姓
の
担
ぐ
輿
を
乗
り
回
し
、
百
姓
を
七
代
臣
従
の
民
と
見
な

し
て
い
た
権
威
主
義
的
預
所
の
姿
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
百
姓
た
ち
は
預
所
の

権
威
主
義
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
永
仁
の
和
与
に
よ
り
地
頭
方
に
属
す
こ
と

と
さ
れ
た
畠
の
回
復
を
訴
え
る
。
百
姓
た
ち
も
定
宴
の
「
遺
産
」
か
ら
自
由
に

な
り
、
自
立
性
を
強
め
た
。
す
な
わ
ち
本
稿
の
は
じ
め
に
問
題
と
し
た
太
良
荘

の
基
本
的
枠
組
み
が
そ
の
姿
を
明
確
に
現
し
た
の
で
あ
る
。

註
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安
田
元
久
「
荘
官
的
領
主
制
の
形
成
―
太
良
庄
預
所
定
宴
に
つ
い
て
―
」

（
竹
内
理
三
編
『
日
本
封
建
制
成
立
の
研
究
』
所
収
、
一
九
五
五
年
、
吉

川
弘
文
館
）

�

大
山
喬
平
「
国
衙
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
」
一
九
六
〇
年
（
同
氏

『
日
本
中
世
村
落
史
の
研
究
』
一
九
七
八
年
、
岩
波
書
店
、
に
再
録
）

�

黒
田
俊
雄
「
鎌
倉
時
代
の
荘
園
の
勧
農
と
農
民
層
の
構
成
」
一
九
六
二
年

（
同
氏
『
日
本
中
世
封
建
制
論
』
一
九
七
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
に

再
録
）

�

高
橋
典
幸
「
鎌
倉
幕
府
軍
制
の
構
造
と
展
開
」『
史
学
雑
誌
』
一
〇
五
―

一
、
一
九
九
六
年
。
同
氏
「
武
家
政
権
と
本
所
一
円
地
」『
日
本
史
研
究
』

四
三
一
号
、
一
九
九
八
年
。
橋
本
道
範
「
荘
園
公
領
制
再
編
の
一
前
提
―

辻
太
郎
入
道
法
名
乗
蓮
と
そ
の
一
族
」（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編

『
日
本
社
会
の
史
的
構
造
　
古
代
中
世
』
所
収
、
一
九
九
七
年
、
思
文
閣

出
版
）

�

蔵
持
重
裕

「
太
良
荘
の
古
老
」
一
九
八
一
年
（
同
氏
『
日
本
中
世
村
落

社
会
史
』
一
九
九
六
年
、
校
倉
書
房
に
再
録
）

�

山
本
隆
志
「
鎌
倉
時
代
の
勧
農
と
荘
園
制
支
配
」
一
九
七
七
年
（
関
連
論

考
と
と
も
に
改
訂
さ
れ
て
同
氏
『
荘
園
制
の
展
開
と
地
域
社
会
』
第
二
章

「
荘
園
の
下
地
知
行
―
検
注
と
勧
農
―
」
に
収
録
、
一
九
九
四
年
、
刀
水

書
店
）

�

菅
野
正
道
「
中
世
に
お
け
る
畠
地
支
配
の
展
開
と
東
国
武
士
」（
羽
下
徳

彦
編
『
中
世
の
地
域
社
会
と
交
流
』
所
収
、
一
九
九
四
年
、
吉
川
弘
文
館
）

�

伊
藤
俊
一
「
中
世
後
期
に
お
け
る
「
荘
家
」
と
地
域
権
力
」『
日
本
史
研

究
』
三
六
八
号
、
一
九
九
三
年

�

網
野
善
彦
『
中
世
荘
園
の
様
相
』
一
九
七
一
年
版
、
塙
書
房
。
同
氏
『
海

の
国
の
中
世
』
一
九
九
七
年
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

�

若
狭
国
太
良
荘
史
料
集
成
編
纂
委
員
会
（
委
員
長；

網
野
善
彦
）
編
『
若

狭
国
太
良
荘
史
料
集
成
』
第
一
巻
（
高
橋
敏
子
・
酒
井
紀
美
編
集
）

�

松
浦
義
則
「
若
狭
太
良
荘
に
お
け
る
雲
厳
の
所
領
に
つ
い
て
」『
福
井
大

学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
』
第
Ⅲ
部
、
社
会
科
学
、
五
七
号
、
二
〇
〇
一

年

�

安
田
氏
前
掲
論
文
、
二
七
四
頁

�

網
野
氏
前
掲
『
海
の
国
の
中
世
』
二
〇
三
頁
。
な
お
、
工
藤
敬
一
氏
も
定



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

一
〇
三

宴
と
百
姓
た
ち
と
の
間
に
形
成
さ
れ
て
い
る
「
信
頼
関
係
こ
そ
荘
存
立
の

基
盤
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（「
太
良
荘
の
定
宴
と
勧
心
」
同
氏
『
荘

園
の
人
々
』
一
九
七
八
年
、
教
育
社
歴
史
新
書
、
一
一
四
頁
）。

�

安
田
元
久
前
掲
論
文
、
二
六
五
頁
。
網
野
善
彦
『
中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘

園
』
第
一
部
第
一
章
第
三
節
「
菩
提
院
行
遍
と
供
僧
再
興
」（
一
九
七
八

年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
一
三
四
頁
。
網
野
氏
は
行
遍
の
地
位
を
領
家
と

さ
れ
て
い
る
。

�

東
寺
百
合
文
書
の
函
と
番
号
は
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
号
数
で
併
記
し

て
い
る
の
は
『
若
狭
国
太
良
荘
史
料
集
成
』
第
一
巻
所
収
文
書
の
番
号
で

あ
る
。
な
お
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
は
「
教
護
」
と
略
記
す
る
。「
教
護
」

に
『
若
狭
国
太
良
荘
史
料
集
成
』
第
一
巻
所
収
文
書
を
併
記
す
る
と
き
に

は
「
集
成
」
の
略
記
を
補
う
こ
と
に
す
る
。

�

早
米
の
時
の
段
別
稲
（
米
）
徴
収
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
預
所
得
分
と
し
て
見
え
る
収
納
節
料
一
貫
文
と
佃
大
豆
（
こ
の
別
進

も
文
永
九
年
に
始
ま
る
）
一
・
一
石
は
建
長
六
年
の
領
家
方
公
事
の
内
に

も
同
内
容
・
同
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
領
家
分
・
預
所
分
が
そ
れ

ぞ
れ
徴
収
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
最
初
は
領
家
方
公
事
と
し
て
記
さ
れ
て

は
い
た
が
、
実
際
は
預
所
得
分
に
な
っ
て
い
た
と
解
釈
し
て
お
く
。

�

早
川
庄
八
「
供
給
を
タ
テ
マ
ツ
リ
モ
ノ
と
よ
む
こ
と
」
一
九
八
〇
年
、
同

氏
『
中
世
に
生
き
る
律
令
』（
一
九
八
六
年
、
平
凡
社
選
書
）
に
再
録
。

�

助
国
名
お
よ
び
末
武
名
の
公
事
注
文
（
お
―
五
、
ゑ
―
三
三
一
）
よ
り
確

か
め
ら
れ
る
。

�

行
（
修
正
会
・
修
二
会
）
の
こ
う
し
た
性
格
は
民
俗
学
・
芸
能
史
の
視
点

を
持
っ
た
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
福
原
敏
男
『
祭
礼
文
化
史
の
研

究
』（
第
三
部
「
修
正
会
と
延
年
」）
一
九
九
五
年
、
法
政
大
学
出
版
局
。

岩
井
宏
實
「
地
域
社
会
に
お
け
る
寺
院
と
神
社
」
・
田
中
宣
一
「
寺
院
と

農
耕
儀
礼
」（
と
も
に
『
仏
教
民
俗
学
大
系
７
　
寺
と
地
域
社
会
』
所
収
、

一
九
九
二
年
、
名
著
出
版
）。
大
系
『
日
本
歴
史
と
芸
能
』
第
三
巻
「
西

方
の
春
―
修
正
会
・
修
二
会
」
一
九
九
一
年
、
平
凡
社
。
神
事
の
内
容
は
、

『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
、
第
二
十
三
巻
、
年
中
行
事
』
に
収
め
ら
れ

た
各
寺
社
の
年
中
行
事
（
と
り
わ
け
「
尾
陽
歳
時
記
」、「
醍
醐
寺
年
中
行

事
」、
醍
醐
寺
「
大
導
師
年
中
行
事
」、「
八
幡
宮
年
中
行
事
」、「
仁
和
寺

年
中
行
事
」
な
ど
）、
あ
る
い
は
「
猿
投
神
社
貞
和
年
中
行
事
」（
日
本
祭

礼
行
事
刊
行
会
編
『
日
本
祭
礼
行
事
集
成
』
第
二
巻
、
一
九
六
九
年
、
平

凡
社
）
を
見
ら
れ
た
い
。
若
狭
の
修
正
会
に
つ
い
て
多
少
と
も
そ
の
内
容

を
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
の
明

通
寺
修
正
月
会
役
僧
定
文
（『
福
井
県
史
』
資
料
編
９
所
収
「
明
通
寺
文

書
」
一
六
〇
号
）
が
あ
り
、
越
前
で
は
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
こ
ろ
の

修
正
会
餅
配
分
の
記
録
（
同
、
資
料
編
６
所
収
「
大
滝
神
社
文
書
」
五
号
）

が
あ
る
。
明
通
寺
・
大
滝
寺
の
修
正
会
で
は
大
道
師
・
唄
師
・
散
花
・
神

明
帳
・
錫
杖
な
ど
が
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
醍
醐
寺
や
仁
和
寺
と
も

共
通
し
て
い
る
か
ら
、
密
教
系
寺
院
の
作
法
が
行
わ
れ
て
い
た
と
判
断
さ

れ
る
。
な
お
、
太
良
庄
内
の
小
野
寺
に
は
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
四
月

書
写
の
「
若
狭
国
神
明
帳
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
（
同
、
資
料
編
９
所

収
、「
小
野
寺
文
書
」
二
号
）、
こ
れ
は
修
正
会
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。



福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

一
〇
四

�

薬
師
堂
寺
用
田
一
町
二
段
は
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
に
領
家
公
田
を
割

い
て
設
定
さ
れ
た
と
定
宴
が
主
張
し
て
お
り
（
ホ
―
五
、
二
一
九
号
）、

そ
れ
ま
で
の
薬
師
堂
馬
上
免
一
町
五
段
と
は
別
の
田
地
が
宛
て
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
、
承
久
の
乱
の
時
に
馬
上
免
が
地
頭
若
狭
忠
清
に
押
領
さ
れ

た
の
ち
も
領
家
方
免
田
と
し
て
存
続
し
て
い
た
（
前
掲
拙
稿
）。
た
だ
し
、

地
頭
方
は
薬
師
堂
寺
用
田
は
あ
く
ま
で
馬
上
免
内
の
地
で
あ
る
と
捉
え
て

い
た
ら
し
く
、
正
安
四
年
の
得
宗
検
注
に
お
い
て
は
馬
上
免
内
の
地
と
し

て
検
注
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
薬
師
堂
寺
用
田
に
つ
い
て
、
領

家
・
地
頭
共
に
自
領
内
の
地
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
得
宗

支
配
以
前
に
相
論
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
表
２
に
見
え
る
よ
う

に
寺
用
に
宛
て
る
こ
と
を
双
方
が
承
認
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

�

内
御
堂
が
薬
師
堂
の
後
身
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
先
学
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
例
え
ば
、
林
文
理
「
太
良
荘
」『
講
座
日
本
荘
園
史
』
６
所
収
、
一

九
九
三
年
、
吉
川
弘
文
館
、
一
五
三
頁
）。
定
宴
に
よ
れ
ば
地
頭
が
馬
上

免
を
押
領
し
た
た
め
薬
師
堂
の
四
方
の
大
垣
や
食
堂
は
破
壊
転
倒
し
、
今

は
本
堂
一
宇
の
み
と
な
っ
て
い
た
か
ら
（
ホ
―
五
、
二
一
九
号
）、
こ
の

残
さ
れ
た
本
堂
が
内
御
堂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

�

文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
に
石
見
房
覚
秀
を
「
太
良
保
内
御
堂
別
当
職
」

に
補
任
し
た
の
は
得
宗
給
主
で
あ
っ
た
（
ヤ
―
一
七
―
一
）。

�

薗
部
寿
樹
「
村
落
の
歳
時
記
―
結
鎮
・
お
こ
な
い
、
そ
し
て
吉
書
―
」

（『
日
本
村
落
史
講
座
６
　
生
活
Ⅰ
』
一
九
九
一
年
、
雄
山
閣
出
版
、
所
収
）

は
一
三
世
紀
中
頃
よ
り
一
四
世
紀
に
か
け
て
、
領
主
年
中
行
事
か
ら
在
地

年
中
行
事
へ
、
ま
た
領
主
勧
農
か
ら
在
地
勧
農
へ
と
変
化
し
て
い
く
と
論

じ
て
い
る
。
こ
の
論
に
学
べ
ば
、
太
良
荘
に
お
い
て
も
在
地
年
中
行
事
・

在
地
勧
農
へ
の
傾
斜
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

�

「
実
検
取
帳
目
録
」
と
建
長
八
年
勧
農
帳
の
斗
代
ご
と
の
田
積
の
比
較
表

は
黒
田
俊
雄
氏
も
作
成
さ
れ
て
い
る
（
黒
田
氏
前
掲
論
文
、
一
八
四
頁
表

７
）。
た
だ
し
、
田
積
・
分
米
の
増
減
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

�

定
宴
の
太
良
荘
に
関
す
る
文
書
は
こ
の
す
ぐ
後
の
弘
安
二
年
一
二
月
一
三

日
の
後
納
米
支
配
状
（
は
―
二
二
―
一
一
、
二
四
五
号
一
一
）
を
最
後
と

す
る
。

�

菩
提
院
行
遍
が
斗
出
二
升
二
合
の
荘
斗
を
定
め
た
こ
と
は
、
荘
斗
と
寺
斗

の
差
額
が
最
初
の
こ
ろ
は
菩
提
院
行
遍
・
預
所
聖
宴
・
預
所
代
定
宴
の
得

分
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

�

「
保
一
色
」
と
は
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
承
久
の
乱
か
ら
東
寺
領
太
良

荘
が
成
立
す
る
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
ま
で
の
国
衙
領
太
良
保
時
代
に

形
成
さ
れ
た
一
色
田
を
指
す
言
葉
で
、
東
寺
領
荘
園
と
な
っ
た
後
は
文
永

一
一
年
（
一
二
七
四
）
預
所
定
宴
が
「
太
良
御
庄
一
色
田
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
（
エ
―
一
〇
、
一
七
一
号
）、
太
良
荘
一
色
と
称
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
慣
用
的
に
保
一
色
田
と
称
さ
れ
て
お
り
、
の
ち
に
は
東
寺
も

保
一
色
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
の
で
（
オ
―
七
、
二
五
七
号
）、
こ
こ

で
も
保
一
色
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

�

網
野
氏
前
掲
『
海
の
国
の
中
世
』
一
四
九
頁

�

得
宗
検
注
の
時
に
得
宗
検
注
人
は
「
四
町
五
段
余
」
の
一
色
分
を
「
五
町

二
段
」
の
田
数
に
「
破
出
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
（
ヒ
―
二
七
六
）、

実
際
は
五
町
を
超
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

一
〇
五

�

黒
田
氏
前
掲
論
文
、
一
九
〇
頁

�

得
宗
支
配
は
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
よ
り
始
ま
る
が
、
後
述
す
る
よ
う

に
得
宗
支
配
下
で
も
最
初
の
こ
ろ
は
預
所
の
所
従
で
あ
っ
た
西
向
（
西
迎
）

と
開
善
が
一
色
名
の
名
主
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
得
分
の
確
保
は
可
能
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
の
所
当
米
徴
符
（
教
護
二

八
九
号
）
で
は
一
色
名
に
は
こ
の
両
人
あ
る
い
は
こ
の
両
人
の
跡
を
継
ぐ

と
み
ら
れ
る
人
物
は
見
え
な
い
。
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
よ
り
預
所
代

が
預
所
別
進
米
を
供
僧
に
納
入
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
（
教
護
二
二
二

号
）、
預
所
代
を
通
じ
て
得
分
の
確
保
を
は
か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

�

こ
の
保
一
色
に
関
す
る
史
料
は
年
号
を
欠
く
が
、
保
一
色
四
町
八
段
四
〇

歩
の
最
初
に
一
町
五
段
の
綱
丁
作
分
と
並
ん
で
二
筆
合
計
一
町
の
田
地
が

別
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
町
の
田
地
は
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）

に
復
活
し
た
「
領
家
方
保
一
色
三
郎
丸
名
内
壱
町
」
あ
る
い
は
「
地
頭
方

伏
田
壱
町
」
を
指
す
（
詳
細
は
拙
稿
「
南
北
朝
期
の
若
狭
太
良
荘
と
守
護

支
配
」『
福
井
県
史
研
究
』
四
号
、
一
九
八
六
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

よ
っ
て
こ
の
史
料
は
延
文
四
年
以
後
の
も
の
で
あ
る
。

�

山
本
隆
志
氏
も
定
宴
の
一
色
田
編
成
を
荘
官
と
し
て
の
「
勧
農
」
行
為
と

さ
れ
て
い
る
（
山
本
氏
前
掲
書
、
九
九
頁
）。

�

得
宗
検
注
が
保
一
色
を
検
注
し
て
五
町
二
段
六
〇
歩
を
「
破
出
」
し
、
一

色
名
公
田
二
町
一
四
〇
歩
な
ど
領
家
が
年
貢
を
収
納
で
き
る
公
田
を
三
町

四
段
一
五
四
歩
と
定
め
、
残
り
の
一
町
七
段
二
六
六
歩
を
三
郎
丸
名
新
田

と
し
て
地
頭
年
貢
収
納
地
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
太
良
荘
の

得
宗
検
注
に
つ
い
て
」（『
史
学
研
究
』
二
一
七
号
、
一
九
九
七
年
）
を
み

ら
れ
た
い
。

�

網
野
善
彦
『
中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘
園
』
一
九
七
八
年
、
東
京
大
学
出
版

会
。
と
り
わ
け
第
二
章
第
二
節
「
供
僧
の
発
展
と
仁
和
寺
菩
提
院
」
を
参

照
。

�

網
野
氏
前
掲
『
海
の
国
の
中
世
』
一
五
八
頁
以
下
、
一
八
三
頁
以
下
。

�

橋
本
氏
前
掲
論
文
。

�

こ
の
推
定
の
根
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
文
永
一
〇
年
（
一
二
七
三
）
三

月
に
西
念
を
勧
心
名
半
名
主
職
に
任
じ
た
補
任
状
案
は
袖
に
「
在
御
判
」

と
あ
り
、
奥
に
「
預
所
在
判
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
ル
―
九
、
一
一
九
号
）。

弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
五
月
に
勧
心
半
名
の
安
堵
を
求
め
る
支
証
と
し

て
西
念
の
子
の
宗
氏
が
提
出
し
た
こ
の
補
任
状
案
は
宗
氏
に
よ
っ
て
「
大

進
僧
都
御
房
（
聖
宴
）
御
充
文
案
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
且
預
所
殿
（
定

宴
）
判
形
被
載
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
京
―
一
五
、
二
二
九
号
）。
し

た
が
っ
て
、「
在
御
判
」
は
聖
宴
の
判
形
で
あ
り
、「
預
所
在
判
」
と
は
定

宴
の
署
判
で
あ
る
。
こ
の
形
式
が
文
永
一
一
年
の
藤
原
氏
女
の
補
任
状
に

も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

�

網
野
氏
前
掲
『
海
の
国
の
中
世
』
一
四
六
・
二
〇
三
頁
。

�

太
良
荘
の
「
古
老
」
に
つ
い
て
は
、「
古
老
」
が
「
日
常
的
検
断
権
」
を

行
使
す
る
存
在
で
あ
り
、「
古
老
」
に
よ
っ
て
秩
序
立
て
ら
れ
た
慣
習
法

を
「
荘
園
古
老
法
」
と
称
す
る
蔵
持
重
裕
氏
の
論
が
あ
る
（「
太
良
荘
の

古
老
」
一
九
八
一
年
、
同
氏
『
日
本
中
世
村
落
社
会
史
』
一
九
九
六
年
、

校
倉
書
房
、
所
収
）。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
古
老
の
述
べ
た
由

緒
を
否
定
す
る
「
惣
百
姓
」
の
主
張
に
村
落
結
合
の
新
し
い
動
き
を
み
る



福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

一
〇
六

の
で
、
蔵
持
氏
の
論
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。
南
北
朝
期
の
黒
神
子
申

状
（
し
―
一
七
―
一
）
か
ら
、
荘
内
の
日
常
的
紛
争
に
つ
い
て
「
沙
汰
人
」

が
権
断
を
行
う
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
沙
汰
人
」
と
「
古
老
」

が
重
複
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、「
沙
汰
人
」
が
す
べ
て
「
古
老
」

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
「
沙
汰
人
」
と
「
古
老
」
は
機
能
す

る
次
元
に
お
い
て
差
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蔵
持
氏
は
「
古

老
」
に
つ
い
て
全
国
的
な
事
例
を
あ
つ
め
て
検
討
さ
れ
た
別
の
論
考

（「
中
世
古
老
の
機
能
と
様
相
」
一
九
八
七
年
、
前
掲
書
所
収
）
に
お
い
て
、

「
古
老
」
は
「
地
域
法
の
番
人
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
法
の

証
言
人
と
し
て
の
機
能
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
沙
汰
人
」
は

荘
園
領
主
の
法
で
あ
れ
、
在
地
の
法
で
あ
れ
法
の
一
定
度
の
執
行
権
保
持

者
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

申
状
に
連
署
し
て
い
る
百
姓
の
う
ち
に
「
大
中
臣
友
永
」
が
い
る
。
こ
れ

以
前
の
真
利
名
主
と
し
て
は
「
古
老
」
の
「
大
中
臣
真
利
」（
ぬ
―
一
〇
、

一
〇
五
号
）
が
、
こ
れ
以
後
の
真
利
名
主
と
し
て
「
真
永
」「
丹
後
大
夫

真
永
」（
京
―
一
九
、
二
六
〇
号
。
な
―
二
六
五
、
二
四
三
号
。
教
護
二

八
九
号
）
が
知
ら
れ
る
。「
真
」
や
「
永
」
は
通
字
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

「
大
中
臣
友
永
」
は
「
古
老
」
真
利
の
跡
を
継
い
だ
真
利
名
主
と
判
断
さ

れ
る
。

�

注
�
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
網
野
氏
の
評
価
で
あ
る
。

�

こ
の
内
検
帳
は
年
号
を
欠
く
が
、
早
く
網
野
氏
に
よ
っ
て
元
亨
四
年
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
氏
『
中
世
荘
園
の
様
相
』
一
九

六
六
年
、
塙
書
房
、
一
八
四
頁
）。

�

新
勅
旨
田
関
係
の
文
書
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
『
広
島
県
史
　
古
代
中

世
資
料
編
　
Ⅴ
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
高

橋
傑
「
鎌
倉
時
代
の
内
検
と
損
免
要
求
―
安
芸
国
新
勅
旨
田
を
中
心
に
―
」

（
鎌
倉
遺
文
研
究
Ⅲ
『
鎌
倉
期
社
会
と
史
料
論
』
所
収
、
二
〇
〇
二
年
、

東
京
堂
出
版
）
が
こ
れ
ら
内
検
帳
作
成
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。

�

勝
山
清
次
「
荘
園
に
お
け
る
年
貢
の
収
納
」（
同
氏
『
中
世
年
貢
成
立
史

の
研
究
』
所
収
、
一
九
九
五
年
、
塙
書
房
）
四
〇
一
頁

�

例
え
ば
、
損
免
を
求
め
る
百
姓
等
申
状
は
嘉
元
二
年
に
は
四
点
、
同
三
年

に
は
五
点
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

�

網
野
氏
『
海
の
国
の
中
世
』
一
九
四
頁
以
下

�

こ
の
四
段
は
年
貢
支
配
状
に
お
い
て
預
所
別
進
米
と
同
じ
く
国
定
米
以
外

の
年
貢
負
担
地
一
石
三
升
一
合
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
は
―
二
二
―
二
七
、

二
四
五
号
二
七
）、
こ
れ
ま
で
把
握
さ
れ
て
い
た
定
田
以
外
の
地
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
地
は
翌
年
か
ら
は
年
貢
支
配
状
に
見
え
な

い
か
ら
、
無
年
貢
地
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

�

文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
の
徴
符
（
教
護
二
八
九
号
）
に
よ
れ
ば
一
色
名

は
浄
覚
房
と
「
た
の
す
け
」
が
半
名
宛
保
持
し
て
い
た
。
浄
覚
房
は
得
宗

地
頭
の
支
配
す
る
馬
上
免
に
三
段
の
免
田
を
持
つ
内
御
堂
供
僧
で
あ
り
、

地
頭
方
の
人
物
で
あ
る
（
り
―
二
七
）。「
た
の
す
け
」
は
不
明
で
あ
る
が
、

真
利
名
主
家
の
丹
後
介
の
こ
と
か
。
な
お
開
善
の
四
分
一
名
は
西
仏
房
が

名
主
と
な
っ
て
い
る
が
、
彼
は
地
頭
土
居
畠
内
に
給
分
を
与
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
西
仏
房
は
地
頭
の
従
属
民
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
文
保
三

年
段
階
で
は
一
色
名
・
四
分
一
名
と
も
に
地
頭
の
支
配
が
強
め
ら
れ
て
い



松
浦：

鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て

一
〇
七

る
。

�

網
野
善
彦
「
中
世
の
負
担
体
系
―
年
貢
に
つ
い
て
―
」（
永
原
慶
二
・
稲

垣
泰
彦
・
山
口
啓
二
編
『
中
世
・
近
世
の
国
家
と
社
会
』
一
九
八
六
年
、

東
京
大
学
出
版
会
、
所
収
）
九
一
頁
。
現
在
、
網
野
善
彦
『
日
本
中
世
の

百
姓
と
職
能
民
』（
一
九
九
八
年
、
平
凡
社
選
書
）
に
「
百
姓
の
負
担
」

と
題
し
て
収
録
。

�

網
野
氏
前
掲
『
海
の
国
の
中
世
』
一
一
八
頁

�

代
表
的
な
研
究
を
あ
げ
て
お
く
。
古
澤
直
人
『
鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
』

一
九
九
一
年
、
校
倉
書
房
。
工
藤
敬
一
『
荘
園
制
社
会
の
基
本
構
造
』
二

〇
〇
二
年
、
校
倉
書
房
。
上
杉
和
彦
「
鎌
倉
期
国
家
財
政
に
関
す
る
一
考

察
」『
歴
史
評
論
』
五
三
三
号
、
一
九
九
四
年
。
高
橋
典
幸
前
掲
二
論
文
、

同
氏
「
武
家
政
権
と
戦
争
・
軍
役
」『
歴
史
学
研
究
』
七
五
五
号
、
二
〇

〇
一
年
。
清
水
亮
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
役
賦
課
制
度
の
展
開
と
中
世
国
家
」

『
歴
史
学
研
究
』
七
六
〇
号
、
二
〇
〇
二
年
。

�

高
橋
慎
一
朗
「
京
都
大
番
役
と
御
家
人
の
村
落
支
配
」『
日
本
歴
史
』
五

七
七
号
・
一
九
九
六
年

�

長
夫
に
関
し
て
は
高
橋
慎
一
朗
「
鎌
倉
期
の
若
狭
国
太
良
庄
の
長
夫
に
つ

い
て
」（
東
寺
文
書
研
究
会
編
『
東
寺
文
書
に
み
る
中
世
社
会
』
所
収
、

一
九
九
九
年
、
東
京
堂
出
版
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
の
勧
農
帳
に
「
石
見
上
座
」
が
六
〇
歩
の
土
地

を
有
し
て
い
る
が
（
教
護
六
〇
号
、
集
成
四
八
号
）、
そ
の
二
年
前
の
実

検
取
帳
（
教
護
五
九
号
、
集
成
四
四
号
）
に
は
「
石
見
房
」
と
「
今
石
見

房
」
の
二
人
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
「
今
石
見
房
」
が
豪
成
と
見
ら
れ
る

が
、
彼
は
薬
師
堂
免
田
一
段
六
〇
歩
を
有
し
て
い
る
の
で
、
薬
師
堂
供
僧

と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
に
領
家
方
の
田
地
の
内

に
一
段
一
八
〇
歩
を
持
っ
て
い
る
「
上
座
」
と
は
、
こ
の
公
文
代
豪
成
の

こ
と
で
あ
る
（
白
河
本
六
八
、
二
四
四
号
）。

�

高
橋
敏
子
「
中
世
の
荘
園
と
村
落
」（
近
藤
成
一
編
、
日
本
の
時
代
史
９

『
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来
』
所
収
、
二
〇
〇
三
年
、
吉
川
弘
文
館
）
二
四
一
頁

�

地
頭
忠
兼
が
良
厳
を
公
文
に
任
じ
た
文
書
に
「
依
為
良
厳
重
代
之
、
所
補

任
也
」
と
あ
っ
て
、
良
厳
の
父
祖
が
公
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
文

言
が
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
南
北
朝
期
の
文
和
五
年
（
一
三
五
六
）
に

良
厳
の
子
の
禅
勝
が
公
文
職
の
回
復
を
求
め
て
提
出
し
た
一
連
の
文
書
案

の
末
尾
に
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
に
地
頭
忠
清
が
「
浄
妙
勧
心
所
」
に

公
文
職
を
宛
行
っ
た
補
任
状
案
が
添
え
ら
れ
て
い
る
（
オ
―
二
五
―
一

一
）。
良
厳
・
禅
勝
は
公
文
で
あ
っ
た
「
浄
妙
勧
心
所
」
の
跡
を
継
ぐ
も

の
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
浄
妙
勧
心
所
」
を
三
人
百
姓

の
一
人
の
勧
心
と
見
て
よ
い
か
ど
う
か
は
難
問
で
あ
る
。
こ
の
「
浄
妙
勧

心
所
」
を
三
人
百
姓
の
勧
心
と
す
る
と
、
弘
安
元
年
の
勧
心
名
相
論
に
お

い
て
宗
氏
が
勧
心
の
履
歴
を
述
べ
た
箇
所
に
公
文
職
の
こ
と
が
見
え
な
い

こ
と
（
京
―
一
五
、
二
二
九
号
）、
延
応
元
年
当
時
地
頭
と
対
立
し
て
い

た
勧
心
が
地
頭
か
ら
公
文
に
任
じ
ら
れ
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
こ
と
な
ど

の
難
点
に
遭
遇
す
る
。
こ
こ
で
先
学
の
論
を
参
照
す
る
と
、
磯
貝
富
士
男

「
鎌
倉
期
の
百
姓
―
若
狭
太
良
荘
と
勧
心
―
」（
阿
部
猛
・
佐
藤
和
彦
編

『
人
物
で
た
ど
る
日
本
荘
園
史
』
所
収
、
一
九
九
〇
年
、
東
京
堂
出
版
）

に
は
勧
心
の
公
文
職
補
任
に
つ
い
て
言
及
は
な
い
が
、
網
野
氏
は
「
太
良



福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
　
Ⅲ
（
社
会
科
学
）、
五
九
、
二
〇
〇
三

一
〇
八

荘
の
有
力
百
姓
の
一
人
浄
妙
勧
心
」
が
公
文
職
に
補
任
さ
れ
た
と
述
べ
て

お
ら
れ
（『
海
の
国
の
中
世
』
一
三
一
頁
）、
断
定
は
さ
れ
て
い
な
い
が
実

質
的
に
三
人
百
姓
の
勧
心
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
も
右
に

述
べ
た
よ
う
な
不
自
然
さ
は
あ
る
も
の
の
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
短
期
間

三
人
百
姓
の
勧
心
が
公
文
に
任
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
勧
心
は
姉

（
宗
氏
の
祖
母
）
か
ら
名
の
支
配
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
の
古
老
の
証
言

が
あ
る
の
で
（
ア
―
三
七
三
、
二
二
七
号
）、「
浄
妙
勧
心
所
」
と
は
「
浄

妙
・
勧
心
所
」
と
解
し
て
、
浄
妙
を
勧
心
の
姉
に
比
定
し
、
彼
女
が
正
式

の
公
文
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
勧
心
が
公
文
と
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
多
少
は
理
解
し
や
す
く
な
り
、
さ
ら
に
こ
の
公
文
職
補

任
状
を
伝
え
た
の
は
勧
心
姉
（
浄
妙
）
の
直
系
の
孫
で
あ
る
宗
氏
で
あ
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
宗
氏
と
良
厳
が
同
一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
く
な
る
。
こ
れ
ら
は
推
測
に
頼
っ
た
も
の
で
他
の
可
能
性
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
正
安
四
年
に
は
良
厳
が
三
人
百
姓
の
一
人
で
あ
っ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。

�

こ
の
目
録
が
「
地
頭
側
、
ひ
い
て
は
国
衙
領
当
時
の
太
良
保
」
の
状
態
を

示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
網
野
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（『
海
の
国
の
中
世
』
一
五
二
頁
）。

�

こ
の
点
も
す
で
に
網
野
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
海
の
国
の
中

世
』
二
二
二
頁
）

�

網
野
氏
前
掲
『
海
の
国
の
中
世
』
二
二
二
頁

�

こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
と
し
て
、
ま
ず
預
所
浄
妙
が
地
頭
押
領
を
訴
え

て
い
る
の
は
寛
元
元
年
裁
許
で
保
留
に
さ
れ
た
畠
七
段
三
〇
〇
歩
に
つ
い

て
だ
け
で
あ
り
、
和
与
状
も
同
様
に
そ
れ
だ
け
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
地
頭
が
こ
れ
に
加
え
て
畠
七
段
余
を
押
領
し
て
い
た
の

で
あ
れ
ば
、
百
姓
の
訴
え
に
対
応
し
て
和
与
状
で
問
題
と
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
ま
た
寛
元
元
年
の
六
波
羅
裁
許
状
に
よ
れ
ば
、
畠
三
段
半
は
「
地

頭
政
所
近
辺
」
で
あ
っ
た
の
で
地
頭
が
押
領
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
正

安
元
年
の
地
頭
押
領
畠
注
文
に
は
「
上
御
屋
敷
」
一
段
二
〇
歩
、「
御
麻

地
」
二
段
三
〇
歩
、「
旧
御
所
之
前
」
一
八
〇
歩
の
計
三
段
二
三
〇
歩
が

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
地
頭
政
所
近
辺
」
三
段
半
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

�

前
掲
「
太
良
荘
の
得
宗
検
注
に
つ
い
て
」

�

前
注
に
同
じ
。

�

リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
ネ
ッ
ト
は
父
権
制
や
家
産
制
支
配
と
区
別
し
て
、
そ
う

し
た
家
父
長
的
家
産
制
の
基
盤
の
な
い
代
理
親
的
支
配
と
し
て
の
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
注
目
し
て
い
る
（
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
ネ
ッ
ト
、
今
防
人
訳

『
権
威
へ
の
反
逆
』
一
九
八
〇
年
、
岩
波
現
代
選
書
、
七
三
頁
以
下
）。

�

戦
国
期
の
「
指
出
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
国
期
北
陸
地
域
に
お
け
る

指
出
に
つ
い
て
の
覚
書
」
一
九
八
九
年
（
池
上
裕
子
・
稲
葉
継
陽
編
、
展

望
日
本
歴
史
12
『
戦
国
社
会
』
二
〇
〇
一
年
・
東
京
堂
出
版
に
再
録
）


